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第１章　調査の概要

１－１　調査の背景及び経緯

　「アマゾン群馬の森」は、地球的規模での自然保護活動の必要性を世界に訴えることを目的と

して、「アマゾンに群馬の森をつくる会」（会長：小寺群馬県知事）が北伯群馬県人会（本部：パ

ラ州ベレーン）と共同で日本・ブラジル連邦共和国（以下、「ブラジル」と記す）両国で募金活

動を実施し、集まった資金で1996年に土地（熱帯雨林の原生林）を取得したものである。その後

北伯群馬県人会は群馬県等の補助を受け、1997 年に「アマゾン群馬の森」の中にビジターセン

ターを設立した。同ビジターセンターは、広くブラジル内外の学生や研究者の利用に供されてい

る。

　そこで群馬県より、「アマゾン群馬の森」を活用して、ブラジル側研究者・技術者に対し、森

林保全（貴重種の保護、森林整備、荒廃地への植林等）や森林資源の有効活用（有用材の木材と

しての活用、環境教育、エコツーリズム等）に係る研究支援や技術指導を行ったうえで、その成

果を群馬県民にPRし、熱帯雨林保全の大切さを県民に訴えていきたいとして、JICAとの連携に

よる技術協力の実施に係る打診がなされた。

　アマゾン熱帯雨林保全は地球的な課題であり、対ブラジル援助重点分野の１つである環境分野

においても、最重要テーマとして位置づけられている。現在 JICAは、アマゾン河中流（熱帯雨

林が比較的良好に残されている）のマナウスにおいて、「アマゾン森林研究計画フェーズⅡ」を

実施しているが、一方、下流のパラ州においては海港に近くサンパウロ等大消費地へのアクセス

がより良好であり、木材目的若しくは農地化・牧場化目的での熱帯雨林の伐採がより深刻である

ので、森林保全等に係る研究のほか、一般住民等を対象として森林保全の重要性を啓発すること

も非常に重要である。この点で、「アマゾン群馬の森」は大都市ベレーンに近くデモンストレー

ション効果が高いため、「アマゾン群馬の森」において森林保全・森林活用に係る研究活動を行

うとともに、研究成果を積極的に発信することにより、環境教育の場として機能させることは非

常に有益である。

　また、ブラジル側においては、パラ州科学技術環境局（SECTAM）も、大都市ベレーンの近郊

では数少ない広面積の熱帯雨林である「アマゾン群馬の森」の貴重さを認識し、「アマゾン群馬

の森」を活用した技術協力に高い関心を示している（パラ州側からも、アグロフォレストリーの

実証試験、森林の植生調査、植林用種子採取及び環境教育等の活用案が示されている）。

　このような背景の下、研究支援及び技術指導のニーズを確認したうえで、協力テーマ、協力ス

ケジュール及び実施体制等につきブラジル側と協議し、具体的な案件形成を行うための調査団を

派遣した。
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１－２　調査の目的

　群馬県との連携案件として、同県が取得に協力した「アマゾン群馬の森」を中心とした森林保

全や森林資源の有効利用に係る協力を想定し、ブラジル側の協力ニーズ、協力の受け皿となる機

関等を調査・検討し、具体的な案件形成に結びつける。

１－３　調査団の構成

１－４　調査日程

　付属資料１．に記載。

１－５　面談者リスト

　付属資料２．に記載。

１－６　調査結果の概要

　調査団は、2002 年１月 20日より２月１日までの間、ブラジルに出張し、上記１－２項記載内

容を目的に、在ブラジル日本大使館、JICA事務所及びブラジル関係機関等において調査及び協議

を行った。その結果、SECTAM、北伯群馬県人会及び本調査団との間で「プロジェクト構想（案）」

をまとめ、これを｢メモランダム｣の性格にて文章化し署名した。（｢メモランダム｣は付属資料３．

参照）。　

　なお、調査結果の特記事項は次のとおりである。

（1）ブラジル・アマゾン熱帯雨林は、毎年平均 5,000 万 m3 が伐採されており、1997 年までに

消失した面積は 53万 2,000km2で、それはパラ州において最大である。パラ州の州都ベレー

ン市はアマゾン河口に位置しアマゾン地帯最大の都市であり、歴史的に大規模な森林破壊は

この地域から始まった経緯がある。その後、1970年代に入って牧場造成や道路建設に伴い、

森林破壊は急速に進んだ。このため、今日では、ベレーン市近郊に大規模な森林地帯は存在

せず、アクセスの良いところでは、まれに数十ha規模の二次林が残されているのみである。

担　当 氏　名 所　　　属

総　括 本郷　　豊 国際協力事業団国際協力専門員

森林生態系調査 西澤　利栄 理学博士

森林整備 清水　　豊 群馬県林務部緑化推進課次長

森林活用 高橋　史彦 群馬県林業試験場技師

調査企画 宮崎　伸一 国際協力事業団国内事業部国内連携促進課
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　北伯群馬県人会が所有する500ha規模の｢アマゾン群馬の森｣は原始林ではないものの、保

全状態はすこぶる良く極めて稀少価値の高いものとなっている。また、アクセス及び施設等

のインフラも非常に良い。

　このため、「アマゾン群馬の森」の自然林と施設を有効利用して　①研究、②環境教育及び

③アグロフォレストリーを主要な活動内容とした国際協力プロジェクトは、東部アマゾン熱

帯雨林保全に貢献する優良案件になり得るものと期待できる。

　（なお、「メモランダム」の内容と現地調査の結果を基に、｢PDM案｣及び｢事業事前評価表案｣

（ともに試案）を作成し、本報告書の９－９項及び９－ 10 項に掲載した）

　　　

（2）｢アマゾン群馬の森｣プロジェクトは、日系団体とのかかわりにおいても画期的な事業とな

り得る。従来、日系団体は日本政府から援助を受ける立場を享受していたが（日系団体との

連携事業といえども日本の援助の一部を自らが享受する立場であったが）、今回の案件では、

日系団体のイニシアティブにて日本政府と連携して対ブラジル協力を推進するという立場

（自らはこの事業を通じて得る直接的利益を期待していない立場）である。こうした、日系社

会の成熟と熱意とイニシアティブを高く評価し、これを支援することは、今後の日系社会と

日本との「新しい関係」を象徴する記念碑的な事業とも見なされよう。本案件は、このよう

な視点からも検討されるべきである。

　また、本件プロジェクトは環境分野における自治体（群馬県）との連携及び国民参加型協

力の観点からも十分意義が認められる。

（3）アマゾン熱帯雨林の保全を目的とした世界的な取り組みは、1990年ヒューストン・サミッ

トで合意し、1995 年より開始された｢ブラジル熱帯雨林保全パイロットプログラム（Pilot

Program to Conserve the Brazilian Rain Forest：PPG7）｣がある。現在、世銀及びブラジル環

境省が中心となって、2003 年の開始をめざして「第２フェーズ」に向けた基本方針の検討が

進められている。こうした準備段階の議論のなかで注目されるのは、「開発された保全技術の

普及」強化である。｢アマゾン群馬の森｣を利用した新規プロジェクト案もこうした PPG7 の

流れに沿うものであり、PPG7 の｢Associated Project｣としての登録が期待できる。また、こ

のことでアマゾン熱帯雨林保全活動における日本の協力のプレゼンスを国際的に認知させる

ことが可能となろう。

　（PPG7 との関連については９－２項で詳述した）

（4）アマゾン熱帯雨林保全への関心の高まりから、パラ州でも連邦政府機関（ブラジル農牧研

究公社：EMBRAPA、環境再生可能天然資源院：IBAMA、エミリオ・ゲルジ博物館）、州政
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府機関（SECTAM）、及び著名な NGOs（アマゾン貧困と環境プログラム（POEMA）、

IMAZON、世界自然保護基金（WWF）等）が活発に活動しており、一方では PPG7 のプロ

ジェクトや外国援助機関による国際協力プロジェクトも実施されている。今日、プロジェク

トは、こうした様々な機関が連携しながら実施するのが大きな潮流となっている。新規プロ

ジェクトもこうした参加型の協力プロジェクトに仕立てることが望まれる。

　（こうした状況を反映した実施スキーム案を９－４項で示した）

（5）想定される実施スキームのなかで、ブラジル側のカウンターパート（C/P）機関となる

SECTAMは歴史が浅く、また人材不足といわれ、こうした参加型協力プロジェクトに対し強

力なイニシアティブを発揮できるか懸念が残る。むしろ、プロジェクトの初期段階にあって

は、実質的な実施主体は北伯群馬県人会、群馬県庁及び JICA であるとの姿勢で臨むことが

必要であろう。

（6）本件プロジェクトの重要な要素は、「アマゾン群馬の森」の自立発展性にある。このため、

プロジェクト実施期間中を通じて、北伯群馬県人会は；

①　他の NGOs と連携し、効率的な事業展開を図る技術を習得すること

②　POEMA や IMAZON といった優良な NGO から組織運営のノウハウを学ぶこと

③　アマゾン地帯で活動する多くのNGOには国内外の援助機関からの資金が導入されて

いるので、こうした機関との連携方法及び資金の導入方法を習得すること

が必要であろう。
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第２章　アマゾン地帯及びパラ州の自然状況

２－１　アマゾン地帯の開発と森林破壊の現状

　1998 年１月ブラジル国立宇宙研究所（INPE）は、法定アマゾンにおける森林伐採面積等を発

表した（INPE、1998）。ここでいう法定アマゾンとは、従来のアマゾン６州に南緯 16 度以北の

マットグロッソ州の一部、西経44度以西のマラニョン州の一部、南緯13度以北のトカンチンス

を加えた地域のことで、国土面積の約 61％に相当する。

　INPEは、この発表に先駆けること10年、1989年４月ブラジル政府が「我らが自然」プログラ

ムを発表した日に森林伐採面積を、上院アマゾン調査委員会に提出している。しかし、技術的な

問題と資料の点などで、両者の結果を同じように比較することができない。そのため、この両者

の森林伐採面積の差を求めて議論することは不可能である。

　そこで、ここでは 1998 年の資料に基づいて、法定アマゾンにおける森林伐の状況を説明しよ

う。表２－１は、INPEの資料に、Fearnside（1992）による潜在森林面積を添えたものである。そ

こで、この潜在森林面積に対する1996年の森林伐採面積に基づいて伐採面積率を求めてみた。そ

れによると、パラ州の森林伐採面積率は、14.8％で、大きな値を示している（柏木・土谷・西沢、

2000）。ところが、表からも分かるようにマラニョン州、マットグロッソ州、ロンドニア州、ト

カンチンス州の４州はパラ州より大きな森林伐採面積率を示している。これらの地域は、熱帯雨

林でない森林が占める面積が広い地域であり、パラ州の潜在植生とは異なり、森林伐採面積率が

大きいのは当然である。しかし、各州の潜在森林面積に対する森林伐採面積率ではなく、法定ア

マゾンにおける森林伐採面積に対するパラ州の森林伐採面積率を求めてみると約34％に及び法定

アマゾン内で最大である。

　1990年ブラジル国土地理統計院が、「法定アマゾンにおける天然資源の潜在性区分プロジェク

ト」の結果の１つとして、「法定アマゾンにおける植生地図（Mapa de Vegatação da Amazônia）」

を出版している（図２－１、IBGE、1990）。また、2000 年には、Schneider 他が法定アマゾンに

おける森林及び開発の状況を、①人間活動が見られない森林、②人間活動のある地域、③保全地

域、④森林のない地域、の４区分で、同じく地図化している（Schneider他）。これら２つの結果

を見ても、パラ州における森林面積は小さく、とりわけベレーン周辺から東及び南の地方にわ

たって広大な農牧業地が広がっている。

　いずれにしても、法定アマゾン内でパラ州の森林伐採面積は広く、また森林伐採率も大きいの

である。
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　森林伐採面積＊ 潜在森林面積＊＊

潜在森林
1978 1988 1990 1992 1994 1996 面積に対 ａ ｂ 計

する割合

アクレ 1,025 1,089 1,103 1,111 1,121 1,137 08.9 1,0240 01,300 01,540

アマパ 1,002 1,008 1,013 1,017 1,017 1,018 01.5 01,110 1,0060 01,170

アマゾナス 1,017 1,197 1,222 1,240 1,247 1,274 01.8 09,690 05,790 15,480

マラニョン 1,639 1,908 1,934 1,952 1,960 1,993 15.5 1,0950 05,460 06,410

マットグロッソ 1,200 1,715 1,836 1,912 1,036 1,191 20.9 ,00250 05,460 05,710

パ　ラ 1,564 1,315 1,442 1,518 1,604 1,761 14.8 07,640 04,250 11,890

ロンドニア 1,042 1,300 1,335 1,369 1,421 1,486 22.6 01,720 1,0430 02,150

ロライマ 1,001 1,027 1,038 1,045 1,050 1,054 02.9 01,230 1,0620 01,850

トカンチンス 1,032 1,216 1,229 1,238 1,245 1,255 44.0 1,0210 1,0370 1,0580

法定アマゾン 1,522 3,775 4,152 4,402 4,700 5,171 － 23,030 23,750 －

表２－１　法定アマゾンにおける森林伐採面積と潜在森林面積

（単位：100km2）

（注）　＊：INPEの1998の報告による。100km2以下四捨五入。
　　 ＊＊：Fearnside（1992）による。ａ：密な森林、ｂ：密でない森林。

州　名
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２－２　パラ州の概況と自然状況（森林荒廃の現況）

　H. W. ベイツ（1825～ 1892）は、その著『アマゾン河の博物学者』（長沢、1990）の中で「道

はナザレを出ると、すぐ森の中に突入した。したがってわれわれは数分とたたぬ間に、木陰につ

つまれてしまった。町に近いもとの森は、昔切り払われたか、間引かれたかしたのであろう、し

ばらくの間再生林が続いていた。云々。なお、１マイルか１マイル半も行くと、森の様子が変わ

り始め、いよいよわれわれは原生林に踏み入ったことを知る。云々」と記している。ベイツは、

1848 年５月 28 日の朝、パラ（現在のベレーン）に上陸してから 1859 年６月半ばまでの 11年間

をアマゾン河の河沿いの博物研究に捧げたイギリスの博物学者である。ここでいうナザレは、現

在市内にあるナザレ大聖堂を中心とした地域である。

　これを見ると、約150年前のベレーン周辺は、熱帯雨林に覆われていたことが分かる。IBGEな

どの潜在植生図を見ても、ベレーン周辺はもちろんのこと、パラ州の大半は、正に熱帯雨林に覆

われている。ところが、先にも述べたように現在のパラ州の森林状況は、法定アマゾン内で最も

熱帯雨林が伐採された地域である。

　ブラジル政府は、1966年「アマゾン作戦（Operação Amazônica）」を策定し、アマゾン経済開

発庁をアマゾン開発庁（SUDAM）に改組してアマゾン開発の監督機関とした。そして、SUDAM

は、法定アマゾン内に500以上に及ぶ大規模牧場の開発を計画したのである。その最初の１つが

1968年に開発されたキング牧場である。キング牧場は、テキサスのキング牧場とブラジルのスイフ

トアモール社が共同で進めた牧場で、これはパラ州パラゴミナス近くに18万エーカー（約73万ha）

にも及ぶものであった。この牧場開発を契機にして1960年代後半から1970年代にかけてパラゴ

ミナス周辺からパラ州南部に多くの牧場が開発され、熱帯雨林の伐採が進んだ。アマゾン開発に

対するSUDAMの金融・税制上の恩典は、アマゾン生態保護のため、1979年に牧場開発に限って

中止された。そのため、牧場開発の流れに歯止めが掛かった。しかし、1990 年から 1991 年に

かけてパラ州で伐採された熱帯雨林面積の約34％は、依然として牧場開発によるのである

（C. s. Harcout ＆ J. A. Sayer、1996）。　

　このように牧場開発は、依然として行われているとはいえ、1980年代に入るとしだいに衰退を

始め、変わって木材工場が増加をするのである。これは、木材生産の中心であった南部地域の衰

退とアマゾン内の輸送路などインフラストラクチャーの整備が進んだためである。例えば、1976

年から 1988 年に至る 12年間に南部地域では丸太にして年 1,500 万ｔから 790万ｔに減少してい

るのに、アマゾン地域では 670万ｔから 2,460 万ｔに増加しており、この量は、ブラジル全体の

54％にも達したのである。そのうえ、ブラジル・アマゾンでの全丸太生産の84％は、パラ州の東

部での生産によって占められたのである（図２－２）。

　他方、この時期アジアにおける熱帯堅木の在庫不足が心配され始め、アマゾン地域への新しい

木材マーケットが望まれるようになっていた。
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の郡は国道ベレーン－ブラジリア線に沿い南部に延びる地域に分布するのである。

　いずれにしても、法定アマゾン中でも森林伐採面積が広いパラ州での森林伐採地は、州の南東

部に集中するのである。
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第３章　ブラジル及びパラ州の森林保護政策の現状と課題

３－１　ブラジルの森林保護政策の概要

　アマゾン地域の森林管理に関する法制度は、1965 年制定の森林法を基礎に整備されてきてい

る。森林法では、河川・湖沼の沿岸部、水源地、山岳地域の山頂、急斜地や先住民地域内の森林

などを特定して、永久保護地域に指定するとともに、民有地についても50％を法定保留域として

森林を残すことを義務づけた。また、アマゾン地域の原生林の伐採を原則として禁止したうえで、

行政府の定める技術的管理計画に基づいてのみ利用できることとしている。また、環境行政につ

いても、1981年に環境の改善・回復を基本方針とする行政の実行体制の整備を目的とした国家環

境政策を発表するとともに、国家環境システムを構成する国家環境審議会（CONAMA）、内務省

特別環境局（SEMA）等を組織化した。

　森林法は、森林保護と森林管理の規制強化を求める国内外の関心や圧力を背景に幾度の改正が

行われたが、1989 年には環境再生可能天然資源院（IBAMA）が創設されたことを機に、森林保

護に重点を置いた森林行政を推進するため、更に改正された。この改正により、森林の伐採にあ

たっては、生態系の特性に応じた伐採手法、植林・管理手法を採用すべき旨を明確に定め、伐採

には IBAMAの事前許可が必要であることが明文化された。

　しかし、その後もアマゾン地域の森林伐採が顕著になっていることが観察されたため、1996年

には暫定措置法により、民有地で皆伐が認められるのは最大で20％のみとなり、80％以上を森林

として利用することが義務づけられた。森林としての利用とは具体的には30～35年を伐期とす

る天然更新を意味しており、法定保留域の農地税は免税で80％まで引き上げることが可能となっ

ているため、税の負担を少なくするために法定保留域を多く残すというインセンティブが働く仕

組みとなっている。皆伐できる所有地の面積を20％以内に制限した政策的な意図は、アマゾン地

域における産業発展の基盤を、これまでの農業と牧畜業から持続可能な森林管理へと転換を図る

ことである。木材を伐開して用地転換できる割合が所有地の20％にまで制限されたことにより、

生産活動や地域開発の基盤を転換用地における農業や牧畜業ではなく、むしろ所有地の80％に残

される天然林の持続可能な利用に求めるところとなった。また、この暫定措置法が森林の「多目

的利用」を明記していることは、木材生産のみを重視した産業造林的な林業ではなく、地域住民

の伝統的な森林利用を基礎にした産業発展の方向性を示唆するものである。

　ブラジル政府は長期の国家開発ビジョン（Axes：2000 ～ 2007）に基づき、国家開発計画であ

る多年度計画（PPA：2000～2003）を策定した。PPAは４年間の開発戦略を示したものであり、

Axes 及び PPAでは、環境保全を投資機会としてとらえる視点に特徴がある。単に保全するので

はなくエコツーリズム等により保全しながら活用し、そこに雇用と所得機会を創出するという基

本的な発想に立っている。また、国家森林計画（PNF：2000～2003）を打ち出し、生態系の保護
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を可能とする持続的な開発を奨励している。この計画では、天然林の管理運営、国内中南部に多

い人工林から得られる林産物の増産などに重点が置かれており、アマゾン地域における森林開発

に重要な進展を期すものである。

３－２　パラ州の森林保護政策の現状と課題

　パラ州における天然資源の適正利用及び効果的な保全は、環境関連の法律及び条例により進め

られている。パラ州の環境政策を規定した州環境法は1995年に施行された。この州環境法は、連

邦環境法を補完するもので、州の天然資源の特性を考慮したものであり、州の森林資源保護と絶

滅危惧種の保護をめざしたものである。パラ州科学技術環境局（SECTAM）は、州の環境政策に

関する計画、調整、実施、監査及び規制を行う機関であると同時に、州政府の環境規制を損なわ

ない範囲での開発行為の主要な実施機関でもある。SECTAMの監査及び開発規制は、環境汚染や

自然破壊の可能性のあるすべての活動に対して適用される。

　また、PPAに基づく州政府の基本方針は、次のとおりである。

①　破壊せずに開発する。

②　社会的な秩序を構築する。

③　地域格差を是正する。

　州政府が 2000 ～ 2003 年の４年間に提案するマクロな目標は、次の３点である。

①　州の改造と近代化

②　生活水準の向上

③　生産基盤の拡大と多角化

　この戦略目標の概念には、経済部門において以下を達成する活動が必要である。

①　土地の活用比率を高めるために、生産の開拓前線の進行を阻止する。

②　産物の加工・流通を促進することにより生産系統の構築を図る。

③　天然資源の合理的利用を目的とする代替技術を開発・普及し、生産技術の近代化を図る。
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第４章　パラ州における森林保護活動への取り組みの現状

４－１　ブラジル政府及び州政府の森林保護活動

　ブラジル政府による森林保護活動としては、環境再生可能天然資源院（IBAMA）による民有地

自然保護区振興計画（RPPN）があげられる。これは、連邦法の管理対象となっている民有地に

おける生物多様性の保全を目的としたプログラムである。RPPNは荒廃地回復を目的としている

ものであるが、所有者の申請により民有地の一部又は全部を法的に自然保護区とするプログラム

であり、申請受付、調査及び認定を IBAMAが行っている。RPPNに認定されれば、当該地は森

林伐採は認められず開発行為も許可されないが、完全保護となるわけではなく、IBAMAに申請

して許可されれば、環境教育等の限られた活動を行うことができる。また、森林保全に関する

IBAMAの技術指導を受けることができる。

　アマゾン地域における荒廃地回復に関する環境省の戦略は、政府機関若しくは地域の市民社会

を代表する組織・団体等の提出する計画や行動を支援する方針をとっている。この戦略は、土地

回復プロセスを推進し、回復済みの土地を再び地域の経済に組み込むことで、農業前線の前進を

食い止めようとするものである。これにより実際に適用されているものとして、環境省アマゾン

地域統括局の「アマゾン持続可能プログラム」の一部を構成する「アマゾン地域荒廃地回復プロ

ジェクト」がある。

　パラ州における森林保護活動としては、「東部アマゾン荒廃地回復生態プログラム（PROECO）」

があげられる。これは、パラ州内68郡を対象に、利用度の低い地域、特に社会インフラ設備が整

備されている地域の生産性・経済性を高め、天然林に対する圧力を軽減するための計画である。

内容的には、大・小規模生産者所有の荒廃地におけるアグロフォレストリーと造林、企業や共同

体による持続可能な森林管理の実施の２つがある。また、技術が確立している有用在来種と外来

種に加え地域特有の樹種も検討し、荒廃地における企業レベルの造林を奨励するとともに、作物

栽培と森林樹種の混栽を行うアグロフォレストリー方式を中・小規模の生産者と共同作業で進める。

　このほか、環境・水資源・法定アマゾン省（MMA）の管轄する国家環境プログラムの下で実

施されている分権型実施プロジェクト（PED）がある。これは資金と技術に係る事業運営におい

て、連邦政府によらず、州政府と自治体と地域住民による分権型・参加型の実施手法を通じて実

験的なモデル事業を実施し、アマゾン地域の保全と発展を推進しようとするものである。PEDを

全体的に運営・調整しているのはMMAであり、資金は世銀が拠出している。パラ州においては

パラ州科学技術環境局（SECTAM）がPEDの実施を所管している。パラ州内の32自治体からPED

プロジェクトが提案され、最終的に６自治体を対象にした６事業に絞られた。提案された案件は、

いずれも程度の差はあるものの、地域住民の所得向上、森林消失の減少及び農村からの人口流出

阻止を目的として、荒廃地回復の必要性とアグロフォレストリーの導入が盛り込まれていた。さ
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らに、いずれにおいても小農民の組織化、環境保全・保健衛生に係る教育の必要性が強調されて

いた。

４－２　国際機関及びドナー国機関の援助動向

　アマゾン地帯の森林保全を目的とした国際協力事業は、第９章で述べる「ブラジル熱帯雨林保

全パイロットプログラム（PPG7）」の方針に沿って、国際機関や援助国機関の多くが事業を展開

している。こうしたプロジェクトはPPG7のプロジェクトとしてカウントされたり、またはAsso-

ciated Project とみなされているものもある。

　ここでは、①パラ州内での環境分野の国際技術協力案件の一覧と、②新規案件のC/P機関に予

定されるSECTAMがドイツ政府の協力を得て実施している「環境行政能力強化プロジェクト」に

ついて紹介する。

４－２－１　国際協力援助動向

　ブラジル協力事業団（ABC）のデータバンク１によれば、現在、パラ州内にて環境分野で実

施中の技術協力案件は13件で、このうち、森林に関連したプロジェクトは以下の９件である。

（1）PPG7 のサブ･プログラム「PDA（デモンストレーション･プロジェクト）」（PPG7 の詳細

については９－２項を参照）

（2）「持続的森林開発プロジェクト」

目的：国有林利用の適正化、私有林の天然林施業技術の開発及び劣化林の回復等を図る。

　　　対象地域はアマゾン地帯のみでなく、東北部及び南部の州をも含む。

援助機関：国連開発計画（UNDP）

C/P 機関：IBAMA

（3）「ブラジル・アマゾン戦略活動プログラム（PRODEAM）」

目　　的：アマゾン隣接諸国との経済・社会交流を促進するため、「アマゾン開発計画」に

　　　　　基づく地域開発プロジェクトを立案する。

援助機関：米州開発機構

C/P 機関：アマゾン開発庁（旧 SUDAM）、国家統合省

１　http://www.abc.mre.gov.br/（2002.2.）
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（4）「アマゾン地帯の非木材生産と持続的開発プロジェクト」

目的：アマゾン地帯の非木材資源の仕会・経済的評価とこれら有効資源利用の普及を図る。

援助機関：国際熱帯木材機関（ITTO）

C/P 機関：ブラジリア大学

（5）「ブラジル・アマゾン地帯における商業規模の持続的森林管理プロジェクト」

目的：天然林施業技術の検証と中・大規模木材伐採業者への技術普及を図る。

援助機関：ITTO

C/P 機関：ブラジル農牧研究公社東部アマゾン農業研究センター（EMBRAPA）／国際林

　　　　　業研究センター（CIFOR）

（6）「アクレ州、アマゾナス州、パラ州及びロンドニア州の州政府環境担当部局強化プロジェ

クト」

目的：PPG7 のサブ・プログラム「天然資源管理政策」の一環として、州政府の環境政策

　　　企画・実施能力の向上を図る。（プロジェクトの概要は４－２－２項を参照）

援助機関：ドイツ技術協力公社（GTZ）

C/P 機関：環境省、４州政府機関（パラ州では SECTAM）

（7）「マミラウア湖環境保護区創設プロジェクト」

目的：マミラウア（Mamiraua）地区の約 20万 ha の浸水林の生態学研究及び地域住民のた

　　　めの持続的森林施業技術の開発を図る。

援助機関：英国国際開発省（DfID）

C/P 機関：国家科学技術審議会（CNPq）／ IBAMA 他

（8）「アマゾン地帯の天然林施業地区の遺伝子保全プロジェクト（DEDROGENE）」

目的：天然林施業に有用な遺伝資源の同定、繁殖技術の開発及びデータベース化を図る。

援助機関： DfID

C/P 機関：EMBRAPA

（9）「天然資源の参加型管理（GESPAN）」

目的：モジュ（Moju）郡の住民を主体にDemand-driven にて森林の持続的利用技術を開発

　　　する。

援助機関： DfID
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C/P 機関：EMBRAPA ／農業技術指導普及公社（EMATER）／ SECTAM

　ABCの二国間技術協力課長（Elke Urbanavicius Costanti 氏）によれば、対ブラジル協力で環

境分野に最も力を入れているのはドイツであり、今日、ドイツの協力事業の６割以上が環境案

件であるという。

　ドイツは、またアマゾン熱帯林保全分野での協力にも力を入れている。1990年のヒュースト

ン・サミットにて PPG7 を提案したのは、当時のコール首相であり、同プログラム資金のコ

ファィナンスに最大の資金提供をしているのもドイツである（計画総額の44.2％、日本は2.2％）。

さらに PPG7 の調整機関となっている世銀ブラジリア事務所 Tropical Forest Unit の責任者

（Christoph Diewaldo氏）もドイツ人である。総じて、アマゾン熱帯雨林保全分野におけるドイ

ツのプレゼンスは大きい印象を受けた。

４－２－２　「環境行政能力強化プロジェクト」

　SECTAMは、現在、ドイツ政府より資金及び技術協力の支援を得て「環境行政能力強化プロ

ジェクト」を実施中であり、その概要は以下のとおりである。こうしたプロジェクトの成果を

新規案件「アマゾン群馬の森」の事業にも取り込めるか否か、今後、詳細に検討していく必要

があろう。

（1）プロジェクト名：パラ州総合環境管理プロジェクト（Projeto de Gestao Ambiental

Integrada  do Estado do Para：PGAI/PA）

（2）プロジェクトの目的：パラ州モジュ・カッピン地域及びタパジョス地域の 31 郡を対象

に環境管理モデル案を作成・実施し、併せて州政府及び郡庁の環境行政能力の向上を図

る。なお、本プロジェクトはパラ州環境保護法に基づく政策適用試験事業としても位置づ

けられており、住民参加、情報の分析・整理・利用方法の開発、ゾーニングを含む地域レ

ベルでの環境行政立案手法の開発等を主眼に置いている。

（3）調整機関： SECTAMの環境部。環境部長をチーフに９人のスタッフが配置されている。

（4）参加機関：IBAMA、農務局、商工鉱山局、検察庁、参加郡役所の環境担当部門、軍警、

民警、NGO 他

（5）上位プログラム：PPG7のサブ・プログラム「実施体制強化分野（Fortalecimento institucional
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para gestao  ambiental）」のうちの「天然資源政策（Politica de Recursos Naturais）」部門

プロジェクトの１つにカウントされている。

（6）事業資金：ドイツ復興金融公庫（KfW）資金及び自己資金の総計は約 800 万レアル

（7）実施期間：1996 ～ 2003 年

（8）技術指導機関：GTZ（派遺専門家が SECTAM に常駐している）

４－３　NGOの取り組み

　アマゾン地帯では、400 を超える国内外のNGOが活発な環境保全活動を行っている２。また、

今日、世銀が調整するPPG7をはじめ、ブラジル連邦政府及び州政府によるアマゾン地帯の環境

保全政策はNGOの参加を前提に進められており、NGO活動はアマゾン地帯の環境保全において

非常に重要な役割を担っている。

　こうしたなかで、1992 年１月に、アマゾン地帯で活動するNGO団体３を糾合して創設された

「アマゾン・ワーキンググループ（Grupo de Trabalho Amazonico：GTA」４は、アマゾン地帯に

NGO活動のネットワークを構築したことで特筆に値する。GTAは、アマゾン地帯の環境保全と

地域住民参加による持続的開発を目的に、会員間の情報交換、プロジェクト支援（計画、モニタ

リング及び実施段階での支援活動）及び加盟団体を代表した活動を行うNPOで、今日、加盟NGO

数は430にも及ぶ。首都ブラジリアに本部を置き、また、15の地方事務所を通じてアマゾン地帯

全域に広がるNGOのネットワークを築いている。こうしたGTAの活動に対し、ブラジル連邦政

府環境省アマゾン調整局のみならず、国連UNDP、ドイツの援助機関GTZ、欧州連合（EU）、ま

た国際的に著名なNGOである世界自然保護基金（WWF）やGreenpeace等の外国機関が資金や組

織強化の面で支援を行っている。

　一方、GTAは PPG7 でも、ブラジル調整委員会（Brazilian Coordination Committee）や PPG7

の最高意思決定機関である参加国会議（Participants Meeting）のメンバーを務めるなど、アマゾ

ン環境保全戦略立案の面でも、重要な役割を担っている。

　このように、アマゾン地帯のNGOは独自に活動を展開しているものの、今日では、GTAを通

２　アマゾン地帯に係る最新情報を入手するにはhttp://portalamazonia.globo.comから入るのが便利である。

　  また環境保全関連情報はwww.amazonia.org.br サイトが比較的整備されており、Instituicoes ＞NGOSをたどることで、アマゾ

  ン地帯で活動する主要NGOのホームページにリンクできる。
３　GTAの加盟団体は、環境保護団体のみならずインディオグループ、農家や漁師の団体、採取生活者団体等多岐にわたる。
４　GTAの紹介サイト：http://www.gta.org.br/
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じてネットワークが構築され、また、PPG7や国内外の援助組織との連携を進める等、グローバ

ルかつ組織だった取り組みを指向している（それは、外部からの資金援助を期待していることも

起因している）。したがって、これらNGOの活動を理解し今後の動向を探るには、NGOのニーズ

とともに、世界的な自然環境保全政策の流れ、なかでも、PPG7の戦略をも十分に理解し、フォ

ローしていく必要がある。

　ちなみに、GTAは、アマゾン地帯を15地域に分割してコーディネーションを行っているが、こ

のうち、パラ州では、①アルタミラ地域、②バイショ・アマゾナス地域、③ブラガンチーナ地域、

④カラジャス地域及び⑤マラジョー地域の５地域がある。これら地域でのGTAへの加盟NGO数

は 191 に及び、パラ州はNGO活動が最も活発な州となっている。



－ 19 －

第５章　プロジェクトサイトの現況と課題

５－１　周辺の事情

　今回の調査の目的は、「アマゾン森林保全及び環境教育プロジェクト」の実施可能性について

探ることである。このプロジェクトは、北伯群馬県人会の所有する「アマゾン群馬の森」とその

周辺地域を舞台として、熱帯雨林の保全に関する調査研究と環境教育の推進を図ろうとするもの

である。

　「アマゾン群馬の森」は、ブラジル北部のパラ州サンタバーバラ郡にある。南緯１度、西経48度

30分の赤道直下の地域で、アマゾン河の南河岸から８kmほどの場所に位置し、州都ベレーンの

市街地から北東に 50km、車で１時間と、交通アクセスにも恵まれている。東南に面している州

道は真っ白な砂浜の広がる有名なリゾート地「モスケイロ島」へと続いており、ビーチホテルや

別荘などに向かう市民の往来も多い。

　ここで、「アマゾン群馬の森」の存在するブラジルと北部のパラ州の概況について触れる。

　ブラジルは 851万km2の国土を有する南アメリカ大陸最大の国であり、その面積は、我が国の

22.5倍に相当する。ブラジルの人口は１億5,700万人であるが、移民の国としても知られ、現在

130 万人の日系人が生活している。

　アンデス山脈に源流を発して南米大陸の北部を西から東に流れるアマゾン河は全長7,600kmに

及び、その本流と支流を合わせれば世界の淡水の20％を擁しているといわれる。そしてこの流域

には約600万km2という世界最大の森林帯が広がっている。アマゾンの河口の幅は320kmもあり、

そこに形成された巨大な三角州であるマラジョー島は、日本の九州とほぼ同じ面積である。

　パラ州はブラジルの北部に位置し、州の面積は125万km2で国土の15％を占めている。これは

我が国の面積の3.3倍に相当するもので、ブラジル26の州の中ではアマゾナス州に次いで２番目

に広い。北部を赤道が通過しており、気候は高温多湿の熱帯雨林型である。気温は20～ 35℃で

推移し、年平均気温は26℃、湿度は80～90％で、年間降水量は2,500～3,000mmとなっている。

　パラ州の人口は570万人でブラジル全体の3.5％に当たり、現在は9,000人の日系人が生活して

いる。州都のベレーンは130万人の人口を擁するブラジル北部では最大の都市であり、アマゾン

河口の港町として古くから栄えてきた。

　パラ州を含む北部の地域はブラジルでも最も開発の遅れた地域であり、社会資本整備や産業振

興などの施策が急務となっている。州政府による「ベレーン首都開発計画」のなかで、近郊農業

地や避暑観光地としての開発が進められているが、財政難から投資に振り向けられる自主財源が

乏しいのが実情である。

　一方で、アマゾンの熱帯雨林では森林破壊が進んでおり、これまでに約50万km2の森林が消失

したといわれる。その状況は、特にパラ州において深刻である。州都ベレーン市の近郊では、５ha
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に満たない小規模の再生林が島状に散在するだけであり、ある程度の面積でまとまった森林はほ

とんど見られなくなっている。

５－２  「アマゾン群馬の森」設立の経緯

　「アマゾン群馬の森」を所有する「北伯群馬県人会」は1984年２月４日に発足した非営利法人

である。この会はパラ州などブラジル北部の地域に住んでいる群馬県出身者の親睦団体で、2002

年１月現在で37家族86人の会員によって構成されている。会長はコショウ農園を経営する岡島

博氏が務めている。

　現在、ブラジルの国内には２つの群馬県人会が存在している。この北伯群馬県人会が発足する

以前からあったのが「在伯群馬県人会」で、南部地域の大都市サンパウロを本部とし、ブラジル

全体の群馬県出身者を会員として活動を行っていた。しかし北部に住む会員にとって南に

3,000kmも離れているサンパウロに出かけるのは容易なことではなく、また北部の会員どうしの

交流も疎遠になりがちであった。

　ちょうどこのころ、ベレーンを中心とするブラジル北部では各県の県人会が次々に発足した。

このような流れのなかで「北伯群馬県人会」が新たに発足し、２つの群馬県人会が存在すること

となった。

　1992年は、アマゾンの熱帯雨林が世界的に大きくクローズアップされた年であった。ブラジル

のリオデジャネイロにおいて開催された「環境と開発に関する国際会議（地球サミット）」では、

アマゾン地域の熱帯雨林の役割が地球環境にとって重要であることが確認された。また、「ブラ

ジル熱帯雨林保全パイロットプログラム（PPG7）」が発足し、さらに「アマゾン貧困と環境プロ

グラム（POEMA）」も地域の活性化をめざして活動を開始している。

　このように、先進諸国をはじめとした世界各国及びブラジルの国や州が、地球上に残る森林、

特に、アマゾン熱帯雨林の保全とその持続的利用の重要性を強く認識し、そのための行動を具体

的に実践しつつある。

　このような世界的な潮流に触発されて、「北伯群馬県人会」もアマゾン熱帯雨林を保護すべく

立ち上がった。会長の岡島 博氏は当時を振り返りながら会員の気持ちを次のように語っている。

　「我ら県人会員は、今から50年前に、祖国日本を遠く離れて地球の反対側に渡ってきた。これ

までの歳月を生きて今日という日を迎えることができたのは、日系移民団を温かく受け入れてく

れたブラジルの人々のおかげである。我らは今、20 世紀後半から 21世紀へと向かい、アマゾン

の大地の上で２つの世紀をつないで生活している。折しも、地球的規模の環境問題から森林保全

の重要性が叫ばれるなかで、我ら日本人移住者も、開拓という英雄的行為から環境保護へと考え

を変え、単に１本の木を切ることでさえ、諸事情を見ながら行うようになったのである。これま

で長い間お世話になったブラジルの国に何らかの形での恩返しをしたい、そして、地球サミット
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に日本の首相が欠席したことにより肩身の狭い想いをしていた日本人の名誉挽回を図りたい。そ

んな想いに駆り立てられながら森林保全を目的としてアマゾン地域の熱帯雨林を取得するに至っ

た。これを我ら県人会員の熱い想いのしるしとして、日本・ブラジル交流と環境教育の拠点とし

ながら、次の世代に残し引き継いでいきたい」

　まず1992年、県人会はアマゾンの熱帯雨林を開発から守り保全することを趣旨とした陳情書を

群馬県知事に提出し、翌1993年には、その目的を達成するため熱帯雨林の取得運動を開始した。

　1996年には、祖国日本の群馬県にも「アマゾンに群馬の森をつくる会」が結成されて県人会の

運動を支援するための募金活動が始まった。小中学生をも含む多くの群馬県民から寄せられた約

3,000 万円の浄財を取得資金として、県人会は、ベレーン市郊外に 540ha の熱帯雨林を購入する

に至った。このように、ブラジル北部の群馬県人会と祖国日本の群馬県民が互いに協力し、正に

地球の反対側に遠く離れて存在する２つの想いが一体となって取得されたアマゾンの熱帯雨林、

それが「アマゾン群馬の森」である。

　さらに1998年、県人会は、平屋建て延べ床面積約1,000m2の「北伯群馬県人会館兼ビジターセ

ンター」を建設した。総工費は 5,500 万円で、このうち 2,500 万円については群馬県からの補助

を受けている。翌1999年には、第１次「こども緑の大使」として、群馬県から小学生の植樹団が

派遣され、その後、パラ州の知事が群馬県を訪問。2000年には、第２次「こども緑の大使」が派

遣されるとともに、群馬県知事も「アマゾン群馬の森」を視察している。

５－３  現在の利用状況（施設、陣容、森林保全状況）

　「アマゾン群馬の森」の森林540haのうち、約400haは保存状態の極めて良好な二次林である。

地域特産の有用木材として知られる、イペー、スクピラ、ジャラナなどが自生しており、中には

樹齢が300年以上と推定されるものもあり、高さが30ｍを超えるような巨木も珍しくはない。高

木には蔓性の植物が巻き、下層にはヤシやシダなどの植生が見られ、ほかにも多種多様な植物が

生い茂っている。都市の近郊ではまれに見る自然度の高い森林景観を構成している。生息する生

物は数万種とも推測され、様々な研究分野から多くの関心が寄せられている。森の中には獣道を

利用したハイキングコースも設けられており、徒歩約20分の行程で熱帯雨林の植生を身近に観察

することができる。

　残りの約140haは明らかに人手が入っていると認められる林分であり、この部分を利用してア

マゾン地域の有用樹種の植林試験を実施している。特に、この中の約20haについては、永続的な

土地利用の観点からブラジル北部日系人の主要農産品であるコショウと有用材として知られるマ

ホガニーの混植林を造成して、農業上の効果について調査研究を進めている。この混植は1995年

から開始され、当時植栽したマホガニーの樹高は平均でも既に 10 ｍを超えている。

　森の一角に建設された「北伯群馬県人会館兼ビジターセンター」は県人会の会員や地域住民な
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どの交流促進の拠点施設であり、学術調査研究や講演会などの各種催事にも広く利用できるよう、

ホール、講堂、宿泊室（定員10人）、食堂などの機能も兼ね備えている。これまで、日本・ブラ

ジル交流友好事業、日本からの植樹団来訪、地域住民による文化講座、森林の調査研究などに利

用されている。

　また、県人会館に併設されている「環境研究センター」は、アサヒビール学術振興財団の支援

によって建てられたものであり、アマゾンの自然、文化、開発の歴史、日系人移住史などについ

ての資料展示と紹介を行っている。最近では、地域と連携しながら、「環境教育」の場として幅

広く利用されるよう県人会でも取り組んでおり、地元の子供たちが訪れ、自分たちの住むアマゾ

ンについての学習を深めている。

　県人会館の裏側には「熱帯花卉薬草展示園」として２棟のハウスが建てられている。これもア

サヒビール学術振興財団の支援によるもので、現在では、ランやカトレアなどの栽培が中心と

なっているが、将来的には林内に生息する野生種の栽培も考えている。

　北伯群馬県人会が「アマゾン群馬の森」を取得した目的は、アマゾンの熱帯雨林を開発の手か

ら守り保全していくことである。

　この森全体の面積は540haであり、これほど大きな規模でまとまった森林は、現在のベレーン

市近郊ではほかに見られない。しかも、前の所有者の時代から木材の伐採は行われておらず、原

生林ではないが森林としての保存状態は極めて良好であり、熱帯林として希少価値は高い。

　また、宿泊施設を備えた県人会館などのインフラも整備されており、更には、ベレーンの市街

地からわずかに 50kmと交通アクセスにも恵まれ、有名な観光地である「モスケイロ島」を近く

に控えているなど、様々な分野の活動の拠点として利活用のポテンシャルは大きい。

　県人会では、この森の土地を「売らない」「貸さない」「贈与しない」という３原則を基本方針

として掲げている。この森を永年にわたってそのままの状態で保全しながら、学術調査研究や環

境教育などの活用を通じて日本・ブラジルをはじめとする国際交流を促進し、社会的に貢献して

いくことをめざしている。

　岡島会長をはじめ、理事や監事など９名の役員が中心となって森の管理運営にあたり、県人会

館を中心とする施設については、現地の人を夫婦住み込みで雇用して、その管理を任せている。

さらに 2001 年からは JICA青年ボランティアの吉田 則也氏を県人会の事務局長として迎え、管

理運営の体制強化を図っている。

５－４  課　題

  「保全と利活用」を目的として北伯群馬県人会が取得した「アマゾン群馬の森」は、熱帯雨林

としての希少価値も利活用のポテンシャルも極めて高い。しかし周囲の期待に反して、その成果

はまだあがっていない。
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　まず、森林の「保全」という観点から考えてみると、現段階においては、森は確かに何もしな

いままで放置されている。特に、森林としての保存状態の良好な約400haの区域については、伐

採は言うまでもないが、手入れや管理のための見回りなども行われていない。このように何もし

ないでおくことを保全であるとする見方もできるかもしれない。

　しかし、この周辺を含むアマゾンの森林地帯ではあちこちで立木の盗伐が繰り返され、また、

定職をもたない浮浪者らに所有地の一部を不法占拠されるなどの事件が多発しており、これらの

情報はあとを絶たない。

　このような状況のなかで「アマゾン群馬の森」の540haの森林もその例外ではなく、むしろ往

来の盛んな州道に面している分だけは危険性も高いと考えるべきである。そして、少なくとも現

在の管理体制では、540ha の森の保全は決して万全なものであるとはいえない。

　次に、この森と施設の「利活用」であるが、恵まれた諸条件を備えているにもかかわらず、こ

れまでの利用状況は低い。

  定期総会の報告によると、森を購入した翌年の 1997 年から昨年 2001 年までの５年間の訪問者

の数は総計で500名程度であり、年間平均ではおおむね100名程度で推移している。しかし、こ

の人数は記帳その他により明らかなものだけであり、県人会館に常駐職員がいないこと、訪問し

ても記帳しない人が多いことなどから、正確な訪問者数は把握されていない。実際にはこの数倍

の訪問者があったものと考えられている。

　また、過去の調査研究活動の実績を見ても、1998年から 1999年にかけて行われた連邦パラ大

学の学生10名による修士論文作成のための調査、2000年に群馬県立農林大学校の学生による卒

業論文のための調査、広島大学の助手による調査研究、とわずか３件12名である。さらに、宿泊

施設の利用者は、調査研究者や日本からの植樹団などを中心として総計でわずか35人にとどまっ

ている。

　一方、県人会は、単に出身県と居住地域とを同じくする日系移民の親睦団体であり、会員数も

わずか 86名と少ない。年齢構成をみると、会員は 20 代から 90 代までに分布し、平均年齢は 49

歳となっている。特に、森の管理運営にかかわっている移民一世はほとんど全員が既に60歳を超

え、高齢化が着実に進んでいる。

　また、県人会の会員やその関係者には熱帯雨林についての専門家がいないため、森の保全と利

活用に関する知識や技術の蓄積が乏しい。したがって、森への訪問者に対しても十分な説明や対

応がされておらず、森や施設などのもつ恵まれた要件を生かしきれない状況にある。

　さらに、県人会では、森や施設などの管理運営に充てる財源も乏しいため、その手当てについ

て苦慮している。

　この財源について、県人会では、森を購入した当初からアマゾン地域の主要な農産物であるコ

ショウを栽培して、その売上収益を管理運営に充てようと考えていた。そして、森を購入した



－ 24 －

1996年からコショウとマホガニーの混植林を造成し、収入を得ている。翌1997年から2001年ま

での５年間をみると、年平均で４万5,000ドルほどのコショウ販売収益をあげているが、これに

対し混植林管理費は年間５万ドルを超えており、混植林に限定した特別会計をみても収支はまだ

赤字状態である。

　2001年の単年度で収支計算書をみると、混植林の特別会計ではコショウ販売収益３万ドルに対

して管理費が３万 2,000 ドルで、諸費を含めた支出は５万 2,000 ドルとなっている。このほかに

一般会計では４万 3,000 ドルほどの支出があり、総額で９万 5,000 ドルの支出に対してコショウ

の販売収益では全体の 30％程度しか賄えないのが現状である。

　不足額については岡島会長からの個人的な寄付や外部からの借入金などに依存しており、また、

コショウ収益はその年の作柄や価格変動に左右されるなど不安定な要素もあることなどから、経

済的な自立への道は険しい。

　このような現実のなかで、「アマゾン群馬の森」のもっている恵まれた諸条件を十分に生かし

ながら「熱帯雨林の保全と利活用」という目的を達成するためには、森そのものの知名度アップ、

人的な管理体制の充実強化、安定した経済的基盤の構築など、将来に向けて取り組むべき課題は

多い。
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第６章　北伯群馬県人会及び群馬県のインタレスト

６－１  北伯群馬県人会

　北伯群馬県人会が「アマゾン群馬の森」を取得した目的は「熱帯雨林の保全と利活用」であり、

森をそのままの状態で保全するとともに、学術調査研究や環境教育などの活用を通じて日本・ブ

ラジルをはじめとする国際交流を促進させていくことをめざしている。しかし、森の希少価値や

利活用のポテンシャルが極めて高いにもかかわらず、調査研究活動の件数も訪問者の数も少なく、

その成果はまだ十分にはあがっていない。

　県人会がこのような状況の打開を望んでいることは改めて言うまでもないが、ここで、特に考

慮しなければならないのは、「県人会自体が小規模な親睦団体で管理運営に充てる自主財源が乏

しい」ということであり、人的若しくは経済的な面からの新たな負担の増加に対しては強い懸念

をもっているという実態である。したがって、県人会に対する支援策については、これらを十分

に踏まえながら慎重に考えていかなければならない。

　まず、「森の保全」であるが、保存状態の良好な区域についても、何もしないままで単に放置

しておくだけでなく、立木の盗伐や土地の不法占拠などから森を守るためにも定期的な見回りを

行う必要がある。しかし、治安の悪いブラジルにおいて、県人会関係者だけの私的な管理では危

険を排除した完全な保全は極めて困難であり、この点において州政府などの公的機関による協力

が得られるような管理体制づくりの道を探りたい。

　次に「森の利活用」であるが、訪問者の数や活動件数の増加を図りながら学術調査研究や環境

教育などを活発化させていくためには、熱帯雨林に関する専門的知識のあるガイドを森の玄関で

ある県人会館に配置し、森の概況や施設内の展示物についての説明を利用者に対して十分に行え

るようにする必要がある。しかし現在の県人会関係者は熱帯雨林に関しての知識が乏しいために

満足のいくような対応は困難であり、大学などの研究機関や地域ボランテイアなども含めた人々

の協力が得られるような支援体制を求めたい。

　さらに、森を健全に管理運営していくための「安定した経済基盤の確保」が自主財源の乏しい

県人会にとっては最も大きな課題である。現時点で県人会が試みているコショウ栽培の収益は財

源としてはまだ不十分であり安定性にも欠けるために、これを充実させていくことのほかにも、

確実な収益を見込むことができ投下資本が少なくて済むような新しい財源を確保することが必要

である。

　例えば、学術調査研究や環境教育のフィールドとして森を開放するとともに、県人会館のホー

ルや会議室や宿泊施設も併せて有料で貸し出し、県人会は大家としての立場で不動産運用収益を

得るという方法が考えられる。県人会館の施設は既に十分に整備されており、そのままでも使用

に耐えられる状態である。あとは積極的なPR活動を展開して集客力を強化し、利用率を高い水
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準で継続的に維持していくことが大切である。

　ここで問題となるのが、これまで「アマゾン群馬の森」では森の本格的な生態調査がまだ１度

も実施されていないということである。したがって、森にどのような植物がどの程度の規模で生

えているのか、その正確なデータはまだどこにも存在しない。つまり森の希少価値をPRするた

めの裏づけ資料の整備がまだなされていないのである。まず、その分野において権威のある人物

を中心として森の本格的な生態調査を早急に行わなければならない。

　また一方では、県人会の中で森の運営管理に携わっている移民一世の顔ぶれを見ると、そのほ

とんどが既に60歳を超えており、高齢化が着実に進行している。このようななかで、これらの人

たちに代わって活動の中心となる若い会員の人選も急がなければならない。特に二世として団塊

の世代を構成する30代からの思い切った登用により、県人会の組織そのものを活性化させること

が望まれる。そのためには前述の諸課題を解決して、森の管理運営を魅力あるものにしていかな

ければならない。

　以上のいずれの方策についても、いかにして「アマゾン群馬の森」の知名度のアップを図って

いくかが、これらを実現に導くための重要な鍵となる。パラ州政府や研究機関や教育機関などを

はじめとする多くの関係者に公式の協力を得るためには、熱帯雨林としての希少価値と利活用の

ポテンシャルの高さとを両輪としながら、森の存在そのものが有名になっていくよりほかに道は

ない。そのため、県人会としては積極的かつ継続的な PR活動を展開していく必要がある。

６－２  群馬県

　群馬県では「熱帯雨林の保全と利活用」を通じて国際交流の促進を図るという北伯群馬県人会

の高い理想を尊重して、「アマゾン群馬の森」の取得に対する資金調達や県人会館建設の補助な

ど、これまでも積極的な支援をしてきた。特に、森の取得については、群馬県でも全県的な募金

活動を展開し、小中学生を含んだ多くの県民から寄せられた約3,000万円の浄財を、県人会によ

る森の購入資金として援助した。

　森の運営管理が所有者である県人会によって行われることは改めて言うまでもないが、日本と

ブラジルとで遠く離れて生活している群馬県民と県人会の２つの想いが一体となった森の取得の

経緯を踏まえ、群馬県としては、熱帯雨林保全の象徴である「アマゾン群馬の森」が、多くの県

民の理解を得られるように適切な保全と活用が図られていくことを望んでいる。

　森の健全な管理運営にとって早急に必要なことは、やはり本格的な生態調査の実施と知名度

アップのPR活動であろう。この２点を基軸としながら、県人会とアマゾン地域の関係諸機関と

の間にネットワークが構築され、その活動が将来に向けて活発化していくことが望まれる。

　群馬県としては、県人会が小規模で財源も乏しい親睦団体であることを踏まえながら、森の保

全や利活用について県人会に過大な負担が新たに発生することのないように配慮するとともに、
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関係者との十分な協議を重ねながら、JICAの行うプロジェクト事業の枠組みの中で、今後とも専

門知識を有する県職員の派遣などの人的支援をしていきたいと考えている。
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第７章　カウンターパート機関の現状とインタレスト

　本案件は、北伯群馬県人会とパラ州科学技術環境局（SECTAM）が共同で実施することが予定

されるが、SECTAMは対ドナー機関、連邦政府及びパラ州政府関係機関等との調整業務において

重要な役割を担うだけでなく、計画される各種活動の実施主体としても積極的な役割が期待され

る。このため、この章においては、SECTAMの組織と主要な業務内容の現状、並びに同機関の本

プロジェクトへの期待について述べる。

７－１　パラ州科学技術環境局（SECTAM）の組織と活動内容

７－１－１　SECTAM の組織

　本協力案件の C/P 機関に予定される SECTAM は、1988 年５月 11 日付にて創設が決まった

が、機構が整い活動が開始されたのは1993年７月になってからで、組織としての歴史は浅い。

このため、今日に至っても、特に技術者数及び予算が十分に確保されていないといわれる。

　現地調査時点（2002 年１月）の SECTAMの組織図は図７－１のとおりで、業務は科学技術

部門と環境部門の２部門に大別される。

図７－１　SECTAMの組織図　
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　この中で、新規案件｢アマゾン群馬の森｣の担当部局は、局長（Emanuel  Ares t i  Santana

Goncalves Matos 氏）を最高責任者として、環境部長（Luis Ercilio Faria Junior 氏）及び環境

保護担当調整官（Paulo Sergio Altieri dos Santos 氏）の管轄下のセクションが中心になる。今

回の調査団との協議もこれら３氏を中心に行われた。このほか、本協力案件の活動内容に応じ

て、｢環境部｣の｢動植物相課（Fauna e Flora）｣、｢荒廃地（Areas Degradadas）･汚染源課｣及び｢ア

グロフォレストリー・プロジェクト課｣、並びに｢科学技術部｣の３部門が加わることになる。

特に、エコツーリズム関連事業が実施される場合には、｢科学技術部｣の｢生産支援担当調整官｣

がこれを担当していることから、同部門の積極的参加が期待される。ただし、SECTAM の中

で、本協力案件を主導する部局は図７－１の組織図中で破線に囲まれた部門となる。

　　

７－１－２　SECTAM の活動内容

　SECTAM の活動内容は、パラ州の①「科学･技術の開発」及び②「環境の保護と保全」の２

本柱となっている。①については 1995 年に創設された「パラ州科学･技術基金（FUNTEC）」

が、研究活動と人材育成のための財源を用意しており、現在、優先プログラムとして｢パラ州

科学･技術プログラム（2001 ～ 2003）｣を実施中である。

　また、｢アマゾン群馬の森｣案件と直接関連する②の活動内容については、1995年５月に成立

した「パラ州環境法」が環境分野の活動を規定する法的根拠となっており、現在は優先プログ

ラムとして｢総合環境管理プログラム（2001～ 2003）｣を実施中である。さらに、他の機関と共

同で｢東部アマゾン荒廃地回復生態プログラム（PROECO）｣及びエコツーリズム振興のための

｢Beija Flor プログラム（PARATUR）｣をも進めている。

　なお、環境行政上、優先プログラムとなっている｢総合環境管理プログラム（2001 ～ 2003）｣

の主な活動項目は以下のとおりで、幅広い業務を対象としている。

①　環境行政の分権化（環境保護、監督、管理）

②　海岸地帯の管理

③　気象及び水資源センターの設置

④　水資源に係る州政府の政策の導入

⑤　保全地区管理システムの導入

⑥　リモート・センシング研究室の維持

⑦　生態･経済ゾーニングの実施

７－１－３　パラ州の環境保全地区

　本案件の目的の１つは、｢アマゾン群馬の森｣の保全（Conservation）を目的としていることか

ら、パラ州における環境保全地区（Unidades de Conservacao）の現状を調査した。
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　パラ州内には、16か所の国立環境保全地区（Unidade de Conservacao Federal、総面積585万ha）、

８か所の州立環境保全地区（総面積 556 万 ha）、８か所の郡立環境保全地区（総面積４万

5,000ha）、及び３か所の私有地環境保全地区（総面積 2,400ha）、総合計 1,147 万 ha が登録され

ている。このうち、連邦の保全地区は、その規模が数十万 ha から 100 万 ha に及ぶ大規模なも

のが多い。州立環境保全地区８か所はすべて SECTAM が管理しており、このうち最大の保全

区は「マラジョー島環境保護区」の 55 万 ha、最小は｢Palhao 地区科学利用保護林｣の 1,180ha

となっており、その規模には大きな開きがある。また郡や民間が登録している保全区は小面積

のものが多い。ただし、こうした環境保全地区は、ベレーン市内の公園（35ha）を除き、いず

れも｢アマゾン群馬の森｣のようなインフラは整備されておらず、またアクセスも良くないとの

ことであった。また、保全地区には指定されているものの、具体的な活動を実施していない所

も多いという。将来、｢アマゾン群馬の森｣で開発されるであろう保全技術等が利用されて、こ

うした広大な面積の保全地区が有効に活用されることが期待される。

　ちなみに、パラ州内には 33 か所のインディオ保護地区（総面積 2,532 万 ha）があり、これ

に環境保全地区を加算すると約 3,680 万 ha となり、パラ州面積（面積 125万 km2）の約 30％に

及ぶという。

　

７－１－４　環境教育

　本案件の事業目的のもう１つの柱として、｢アマゾン群馬の森｣を利用した環境教育があげら

れている。このため、パラ州の環境教育の概要を調査した。

　パラ州政府の環境教育は、1999年９月の政令3632号によって設立された｢環境教育関係省庁

委員会（CINEA）｣が進める｢パラ州環境教育プログラム（PEAM）｣の方針に沿って実施されて

いる。この委員会は SECTAM 内に設けられ、｢環境調査教育課｣が主導している。PEAM は、

1995 年５月のパラ州環境法 5887 号及び 1999 年４月の国家環境教育政策（法律 9795 号）に基

づいて策定されたもので、パラ州の環境教育の最も重要なプログラムとなっている。

　このほか、環境調査教育課が現在実施中の環境教育プロジェクトには、以下のものがある。

①　Canarinho 公園プロジェクト（各種の持続的利用技術の開発と展示）

②　ベレーン市住民参加･環境教育プロジェクト

③　パラ州西部地域製材残し利用プロジェクト

④　保全地区における環境教育プロジェクト

⑤　Eletronorte 電力会社プロジェクト

⑥　Praia Limpa プロジェクト

⑦　環境教育地域プロジェクト（パラ州 22 郡が参加）

⑧　学校環境教育プロジェクト
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⑨リサイクルプロジェクト

　今後、本案件で環境教育プロジェクトを実施するに際しては、1997 年の｢Tbilici 環境教育政

府間会議｣の勧告以後の世界的潮流及び1999年に制定された｢国家環境政策｣を考慮するだけで

なく、こうした州政府レベルの環境教育の実態をも精査し、現状と問題点を把握したうえで企

画立案することが必要であろう。

７－２　SECTAMの新規案件に寄せる期待

　SECTAMのMatos局長及びLuis環境部長らとの会議を通じて、SECTAM側は本案件の実現に

強い関心を示した。特に、Matos局長からは、「アマゾン群馬の森」はロケーションが良く、展示

効果、教育効果等で多大な効果が期待できるとして、プロジェクトの早期実現を強く期待すると

の表明があった。

　また、最終日の会談の席上、同局長より｢アマゾン群馬の森｣は、既にEcological Parkとして価

値が高いことから、日本・ブラジル協力プロジェクトの開始まで待たずに北伯群馬県人会ととも

に、直ちに環境教育分野での共同事業を立ち上げたい｣との提言が県人会に対してなされた。

　新任のLuis環境部長は、SECTAMでの会議のみならず、｢アマゾン群馬の森｣での合同会議及び

｢森｣の視察にも参加したうえで、「NGOである北伯群馬県人会とのパートナーシップについては

強い関心があり、特に『アマゾン群馬の森』を利用した研究と環境教育を推進したい」とした。

ただし、①事業内容については優先順位を付けて取り組むべきであること、②在ベレーン市の研

究機関に勤務する研究者は既に独自の研究テーマを有しており参加には限度があるので、研究者

の参加募集対象地域をベレーン市近郊に限定せず、国内外へ広げる必要があること、③SECTAM

の技術者を｢アマゾン群馬の森｣に常駐させることは困難なことから北伯群馬県人会のイニシア

ティブが重要であること等のコメントがあった。

　SECTAMは歴史が浅いため経験と実績を欠き、また人材や予算の不足という足かせがある。一

方で、東部アマゾン地帯の環境保護への関心が国内外で高まってきていることから、SECTAM

は、国際機関、パラ州内の関係機関、NGO及び地域住民の協力を得て実績をあげることに強い関

心を有しているとの印象を受けた。
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第８章　在ブラジル関係機関の新規案件に係る期待

　調査団は、新規案件に係る関係者の関心を調査し、また助言を得ることを目的に、短期間の滞

在日程ながらできるだけ数多くの関係機関を往訪して意見を聴取した。その結果、ほとんどすべ

ての機関が「アマゾン群馬の森」の資産価値を高く評価し、新規案件の実現に強い期待を抱いて

いることが確認できた。しかし、一方では、本案件の課題として事業の持続発展性を確保するた

めに、実施機関である北伯群馬県人会の実施体制の強化（特に収入源の確保）と管理能力の向上

が必要であるとの指摘を受けた。

　訪問先での「新規案件への期待」に係る主な発言内容は以下のとおりである。なお、訪問先で

の協議内容詳細については、付属資料４．の議事録を参照願いたい。

（1）大使館

①　山本公使：これまでの県人会の努力を高く評価する。プロジェクトは将来性があり、期

待している。しかし、そのためには「アマゾン群馬の森」の管理体制を整備しておく必要

があり、また維持管理費用をいかに確保するかが重要な課題となろう。

②　松本書記官（環境担当）：「ブラジル熱帯雨林保全パイロットプログラム（PPG7）」で

の日本のプレゼンスは小さい。日本政府の対応も他国と比べると消極的なので、本案件の

ような事業を実施することを歓迎する。これにより、PPG7 での日本のプレゼンス向上も

期待できよう（同書記官は調査団に同行し現地での協議やサイト視察にも参加した）。

（2）ベレーン総領事館三浦総領事

　東部アマゾン地帯の優良案件と判断するので、プロジェクトの実現を強く希望する。

　総領事館は、2001 年、北伯群馬県人会に対し「草の根無償」制度によりトラクター１台を

寄贈し、協力している。事業の持続性を確保するためには、県人会のイニシアティブと管理

費を捻出するに足る収益事業が必要と思う。

（3）JICA 事務所

①　ブラジル事務所松谷所長：ブラジルでは、自治体との連携プロジェクトは初めての例で

あり、ケース・スタディーとしても期待している。環境教育を重点に置いた協力が望まし

い。ブラジル側 C/P 機関の体制が脆弱であり、Step by step で事業を拡張したらどうか。

新味があり、かつ外部の人の賛同を得られるような事業を実施することが肝要である。

②　ベレーン支所芳賀支所長：従来、目系団体は支援の受け手であったが、「アマゾン群馬の

森」は地域住民等へのドナーの立場であり、日系社会の歴史にあって画期的な事業であ
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る。アマゾン地帯の環境保護を前面に出した優良案件として実現を強く期待する。日本の

国際協力として宣伝効果も高い。また、新しい形の日系社会との協力事業ともなろう。た

だし、現状では「アマゾン群馬の森」が十分生かされているとはいえず、持続的発展のた

めには管理費の捻出のために収益事業の強化が必要である。

（4）北伯群馬県人会岡島会長

①　「アマゾン群馬の森」の構想は、移住者たる自分たちがお世話になったブラジルに感謝の

念を表すための事業である。群馬県庁・県民や民間企業等の支援を得て、素晴らしい森を

確保し、施設も整った。しかし、県人会は小規模であり、「アマゾン群馬の森」については

今までも能力以上のことをやってきた。今後、内容を充実し、所期の目的を達成するため

には、JICA及び群馬県庁の支援がほしい。また、パラ州政府による保護（不法侵入者の排

除等）や協力（共同事業の実施）が不可欠である。

②　「アマゾン群馬の森」の維持管理費の負担が最大の課題の１つである。サイト内でコショ

ウ栽培を行っているが収益事業としては十分ではない。今後、持続的発展のためには事業

収入の増大が不可欠であり、アマゾン貧困と環境プログラム（POEMA）や IMAZONの例

も参考にしつつ、プロジェクト実施期間中に健全な財政体質を築きたい。

③　「アマゾン群馬の森」の運営は、現在、役員（非常勤）、吉田氏（JICA 日系社会青年ボラ

ンティア）及び 10名（うち１名は現場監督）の労働者で行っているが、今後、プロジェク

トが実施された暁には、常勤のプロジェクト責任者１名を配置して運営体制の強化を図り

たい。

（5）ブラジル協力事業団（ABC）Marcos 日本担当官他

①　プロジェクトのスキーム案については制度上問題ない。国際協力の大きな流れとして、

二国間協力に自治体やNGOが参加するのは歓迎する。PPG7の流れにも合致しており、こ

れを PPG7 の Associated Project に登録すべきだ。

②　2003年度案件として立ち上げるには、2002 年３月までにパラ州科学技術環境局

（SECTAM）が ABC へ要請書を提出する必要があり、手続きを急ぐ必要がある。

（6）環境省 Carlos Castillo PPG7 調整官他

　案件はPPG7の方針に沿うものであり、歓迎する。民有地を公的機関が活用する構想は革

新的である。アマゾンの森林保全には、環境教育やエコツーリズム等、まだまだ内容を充実

しなければならないものが多いため、こうした国際協力事業はそれに大きく貢献しよう。
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（7）世銀ブラジリア事務所 Rain Forest Unit

①　PPG7 は現在、第２フェーズへの過渡期にあり、今後は普及や分権化へ進んでいくだろ

う。「アマゾン群馬の森」の案件は、自治体や NGO（県人会）が参加するので、こうした

新しい PPG7の流れとも合致し、歓迎する。東部アマゾン地帯での国際協力事業の C/P 機

関として SECTAM を選んだことは適当と思う。

②　案件の事業内容は興味深いが、持続的発展性が課題となろう。アグロフォレストリーは

試験的には成功してもビジネスとしての収益性確保が難しい。事業の主旨から PPG7 の

Conservation Unitとして登録すれば資金援助も受けられよう。いずれにせよ、多くの機関

と連携し、資金の確保に努めることが肝要である。

　（その他、PPG7 と新規案件に係る発言内容は９－２－３項に記載した。）

（8）SECTAM Matos 局長、Luis 環境部長他

①　「アマゾン群馬の森」はロケーションが良く、展示、教育等で多大な効果が期待できるこ

とから、プロジェクトの実現を強く期待している。JICAへの正式要請も、県人会とよく協

議して進めたい。

②　「アマゾン群馬の森」は、Ecological Park として既に価値が高く、さらに、ここ数年で

施設が格段に充実したので、今後は研究と環境教育のセンターとして機能すべきだ。

（9）エミリオ・ゲルジ博物館

①　エミリオ・ゲルジ博物館は、森林研究と環境教育分野で経験を有するので、この分野で

「アマゾン群馬の森」と連携ができる。インベントリー調査においても専門家を有するので

協力できる。（Antonio Carlos Lobo Soares 広報官）

②　「アマゾン群馬の森」は原始林ではないが、ベレーン市の近傍にあってこれだけ保全され

ているのは稀有な例だ。有用樹種もあり、研究の場としては申し分ないと思う。今後、航

空写真を利用して位置を特定し、詳細なインベントリー調査を行えば、より詳細な実態を

把握できよう。インベントリー調査後にあっては、大学院生等の研究の場に利用できる。

　（Carlos Rosario インベントリー専門家、現地視察後のコメント）

　（10）ブラジル農牧研究公社東部アマゾン農業研究センター（EMBRAPA）Adilson 所長他

　EMBRAPAは英国国際開発省（DfID）の協力を得て「アマゾン地帯の天然林施業地区の遺

伝子保全プロジェクト（DENDROGENE）」を実施中（「４－２－１　援助機関の動向」の項

参照）であり種子同定・保存の分野で協力できる。また、アグロフォレストリー研究の歴史

があり、同分野での連携も可能である。施設を見学したが、素晴らしい内容であり、今後の



－ 35 －

活動に期待したい。

　（11）環境再生可能天然資源院（IBAMA）ベレーン支所

　ベレーン市からのアクセスの利便性及び 500ha という規模の大きさから、「アマゾン群馬

の森」に類似する森は近傍に存在しないので、森林保全上から極めて貴重な資源である。今

後、こうした貴重な森を恒久的に保全するため「民有地自然保護区振興計画（RPPN）」への

登録が望まれる。

　（12）NGOs

①　「IMAZON」Paulo Barreto 会長：ィンフラが極めて良い。広大な森林を生かした環境教

育活動が期待される。IMAZON は、NGO 活動の資金源確保策に経験を有しており、各種

財団からの寄付、共同事業、政府の「環境基金」の利用、及び一般市民からの寄付等の面

でノウハウを提供できる。

②　「POEMA」Vicky Schreiber 理事：住民参加型の協力を重視すべきで、例えば、アグロ

フォレストリー技術をサンタバーバラ郡の農家に普及すること等があげられる。こうした

面で POEMA は経験があり、「アマゾン群馬の森」と連携できよう。また、収入源確保策

についても、関連会社の POEMA-tec の経験を共有できよう。ぜひ連携して事業を進めた

い。
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第９章　我が国の協力の方向性

　新規案件「アマゾン群馬の森」の協力の方向性を検討するに際して、まず我が国政府及びJICA

の環境案件に対する基本方針及び対ブラジル援助方針から「案件」の意義を確認し、さらに、世

銀が調整機関となって現在実施中の「ブラジル熱帯雨林保全パイロットプログラム（PPG7）」の

なかで「案件」の位置づけを行ったうえで、「案件」の全体ビジョンを示す。最後に、第９章の

内容を総括しプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）（試案）を作成して添付した。

９－１　協力の意義

９－１－１　我が国及び JICA の環境案件への取り組み基本方針

　1992 年に策定された我が国政府の最も基本的なODA政策である「政府開発援助大綱（ODA

大綱）」には、基本理念の項で「環境の保全は、先進国と開発途上国が共同で取り組むべき全

人類的課題」であるとし、「環境と開発の両立」を原則としたうえで環境問題に対する開発途

上国の努力の支援を重点課題として掲げている。また、1998年８月の「政府開発援助に関する

中期政策」においても重点課題の１つに「地球規模問題への取り組み」をあげて、その中で「自

然環境保全、森林の持続可能な経営」分野を積極的に協力するとしている。

　一方、JICA は、2001 年８月にまとめた「第２次環境分野援助研究会報告書」の「第５部　

日本の環境協力への提言」にて、①地域コミュニティーへの貢献、②地球規模の環境対策を支

援、及び③総合的・包括的枠組みによる支援、が今後の基本的な支援策の方向であると規定し

たうえで、①プログラム・アプローチ、② outcome 重視の協力、及び③地域特性に応じた支援

策等の重要性を訴えている。

　このように、環境保全分野の協力は、我が国 ODA の最重点課題の１つであり、新規案件の

形成に際しては、こうした基本方針及び提言を踏まえて行う必要がある。

９－１－２　我が国及び JICA の対ブラジル援助方針

　次に我が国及び JICAの対ブラジル援助方針の中で、「アマゾン熱帯雨林保全」がどのように

位置づけられているかを見る。

　外務省の「国別援助方針」１の基本方針の中で「地球的規模の自然環境保護対策が緊急の課

題となるなか、アマゾン地域等における熱帯林の保全が注目されていること等を踏まえ援助を

実施する」としている。また、2001 年１月に開催された日伯政策協議の合意事項として、援助

６重点分野の１つとして環境があげられた。

１　www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/（2002.3.）
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　これを受けて、JICA の「対ブラジル協力の基本的考え方」の中で、「アマゾン地域熱帯雨林

保全」の協力が重要と位置づけられている。さらに、「第２次対ブラジル国別援助研究会報告

書」（2002 年３月）では、今後の対ブラジル援助の基本方針及び重点分野として以下の点等を

あげている。

　こうした対ブラジル援助協力方針や「援助研究会」の提言内容は、新規案件がめざす内容と

多くの点で一致する。例えば、新規案件が、①地球規模で影響のある分野での協力であるこ

と、②パートナーシップ精神を最大限配慮し、日本側及びブラジル側から多くのアクターの参

加を前提としていること、③重点分野とされるアマゾンの自然環境保全をテーマとしているこ

と、及び④日系人を重要なパートナーとして位置づけていること等である。

　このため、新規案件は、「援助研究会」の提言する基本方針及び重点課題に沿った有望案件

と見なすことができよう。

９－１－３　日系社会との国際協力連携

　「アマゾン群馬の森」プロジェクトは、日系団体とのかかわりにおいても画期的な事業とな

り得る。従来、日系団体は日本政府から援助を受ける立場を享受していた（日系団体との連携

事業といえども日本の援助の一部を自らが享受する立場であった）が、今回の案件では、日系

団体の「イニシアティブ」にて日本政府と連携して対ブラジル協力を推進するという立場（自

（1）「我が国の対ブラジル協力の基本的アプローチ」について

①　「選択と集中による戦略的かつ効果的な協力」として「地球的規模で影響のある分野

にあって日本・ブラジル共同にて貢献し得る分野を優先する（例えば、自然資源や生物

多様性の保全）」をあげている。

②　「パートナーシップの概念に基づく協力」として、「日本・ブラジルが対等な立場で、

政府ベース以外の多様なアクター、特に我が国の民間企業、NGO、大学・研究機関、地

方自治体等とブラジルのそれぞれのアクターとの間の重層的な交流を増やすという観点

からのパートナーシップを深めていくべき」としている。

（2）「我が国の対ブラジル協力重点分野・課題」について

①　「地球的規模の課題に対する協力」を重点とし、その事例として「アマゾン地帯や東

北部の生物多様性保全を中心とした自然環境保全（基礎研究や保全管理への支援）」及

び「アマゾン地帯（アグロフォレストリー等）やセラード地帯の持続可能な農業振興」

をあげている。

②　「日系人とのパートナーシップによる協力」を重点課題とし、「日系人は、日本とブラ

ジルの双方にとって、将来的な二国間関係の緊密化のための重要なパートナーであると

の認識の下、日系人の協力への参加を推進する」としている。
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らはこの事業を通じて得る直接的利益を期待していない立場）である。こうした、日系社会の

成熟と熱意とイニシアティブを高く評価し、これを支援することは、今後の日系社会と日本と

の「新しい関係」を象徴する記念碑的な事業とも見なされよう。本案件は、このような視点か

らも検討・評価されるべきである。

９－１－４　自治体との連携事業としての意義

　政府は、1998 年８月の「政府開発援助に関する中期政策」の「基本的考え方」の項で、開発

援助を進めるうえで、「大学、シンクタンク、地方自治体、NGO 等による国民参加型の協力推

進に努める」との方針を出した。また、「援助手法」の項の中では、「地方自治体の経験、技術

や人材等を積極的に活用するとともに、地方自治体の協力活動への効果的な支援を図る」との

方針を打ち出している。また、2001 年８月に公表された「第２次ODA改革懇談会中間報告」

において、「ODAは、日本という国のあり方、国際社会における日本人の生き方にかかわる問

題である。そうであれば政府のみならず国民各層による ODA 活動への幅広い参画、参画主体

相互の連携が不可欠である」として、地方自治体等の参加は欠かせないとしている。

　一方、JICAは、自治体との連携等を強化するため国内事業部内に国内連携促進課を設けて、

連携案件の形成から実施段階までの支援活動を実施している。

　新規案件「アマゾン群馬の森」は、本邦内にあって群馬県庁が今まで大きな支援を行ってき

ており、今後もできる範囲での協力を惜しまないとの立場をとっていることから、自治体との

連携案件としての意義も認められる。

９－２　「ブラジル熱帯雨林保全パイロットプログラム」と新規案件の位置づけ

　援助効率の向上をめざして｢プロジェクト・アプローチ｣から｢プログラム・アプローチ｣へのシ

フトが世界的潮流となっている。しかし、グローバル・イシューとして扱われている「アマゾン

熱帯降雨林の保全」については、前項で触れたように我が国の対ブラジル援助戦略上重要な課題

であると指摘されているにもかかわらず、｢プログラム・アプローチ｣への取り組みはいまだ行わ

れていない。さらに、「アマゾン熱帯雨林の保全」の課題は、同地域が広大な面積を有するだけ

でなく生態的･社会的･経済的にも多様性に富み、政治的にも複雑な様相を呈していることから、

JICA単独でプログラム・アプローチ戦略を構築することは容易でない。

　一方で、｢アマゾン熱帯雨林の保全｣に向けて、1990年代に入って世界的な取り組みが開始され

ている。1990年にヒューストン・サミットで提案され、1991年 12月合意された「ブラジル熱帯

雨林保全パイロットプログラム（PPG7）」である。同プログラムは、ブラジル政府が原案を作成

し、世銀の調整の下に援助国との合意形成を経て実施されていることから、「アマゾン熱帯雨林

保全」への取り組みに係るブラジル及び世界のコンセンサスとなっている。したがって、新規案
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件｢アマゾン群馬の森｣についても、PPG7の内容を十分に理解したうえで、こうしたコンセンサ

スのなかでの案件形成と位置づけが必要である。

　このため、以下では、既述の内容と一部重複するが、アマゾンの森林破壊の現況を概観し、PPG7

の概要、現状及び課題を整理したうえで、新規案件の位置づけを試みたい。

９－２－１　アマゾンの森林破壊の現況

　アマゾン地帯の森林は現存する世界最大の熱帯林である。ブラジル国内だけで約400万km2

（日本の約 11 倍）２、隣接諸国まで含めると約 600 万 km2 に及ぶ。この森林生態系における生

物種の多様性は世界でも類を見ない貴重な天然資源となっている。

　植物種のみをとっても、常緑広葉の高木を主とする密林で、１ha当たり数百種という多様性

を最大の特徴としている。同時に昆虫類、魚類などを中心に多様な生物相を保持しており、ア

マゾン熱帯林地帯は遺伝資源の宝庫といわれる。

　また、広大なアマゾン地帯には、地形･土壌等の自然条件の相違により、多様なタイプの森

林生態系が認められている。

　しかし、こうした貴重なブラジル・アマゾン熱帯雨林のうち、毎年平均約 5,000 万 m3が伐採

されている。1997年までに消失した累計面積は 53万 2,000km2 ３にも及び、それはパラ州にお

いて最大である。

　一方、近年、アマゾンにおける森林消失の要因に変化が生じつつある。従来、アマゾン地帯

の森林破壊の要因は大規模牧場や農耕地の造成が主であって、森林自体の経済価値は従であっ

た。ブラジルの伝統的木材生産地は南部温帯地域であったが、最近では、アマゾン地帯からの

木材生産量が飛躍的に伸びて南部地域に迫る勢いとなっている４。

　また、1997年にアマゾン河がセラード地帯で産出される大豆の搬出ルートとして利用される

と、アマゾン地帯に放置された牧場がスケール・メリットを利用した大豆畑として転換され始

める等、今日では、同地帯での穀物生産圧力も高まってきている５。

　近年、アマゾン森林保全政策が強化され、また PPG7 等の森林保全活動が積極的に行われて

いるが、それでも森林伐採に歯止めはかかっていない。

 　パラ州の森林について見ると、アマゾン地帯の 24％（125 万 km2）を占め、94 万 km2 の森

林が分布しているといわれる。しかし、パラ州はアマゾン地帯の東部に位置し、その州都ベ

２　ブラジルの｢法定アマゾン地帯｣の面積は約 500 万 km2（国土の 60％）を占めるが、この中にはセラード地帯も含まれてい

　　る。すなわち、｢法定アマゾン地帯｣イコール｢アマゾン熱帯降雨林｣とはなっていない点に注意を要する。
３　国立宇宙研究所（INPE）の｢ブラジルアマゾン森林監視プロジェクト（PRODES）｣による。用地転用によって完全に森林被

　　覆の失われた面積であり、劣化林等は含まれていない。
４   ｢ブラジル援助研究会報告書｣2001.12. JICA
５　本郷現地調査報告書 2000 年
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レーン市は 1616 年に創設されて、爾来「アマゾン河の入り口（Po r t a o  d e  E n t r a d a  d a

Amazonia）」として栄え、今日では 130 万人の人口を擁するアマゾン地帯最大の都市となって

いることから、この街を中心に森林破壊が大規模に進んでいる。

　パラ州の本格的かつ大規模な農業開発は、ベレーン市を中心に 1930 年代から開始された。

特に森林破壊が進んだのは 1966 年に｢アマゾン作戦｣を策定し、アマゾン経済開発庁をアマゾ

ン開発庁（SUDAM）に改組してアマゾン開発の推進･監督官庁としてからである。また、1970

年代初頭から始まった｢アマゾン横断道路｣BR230号が1974年にアマゾン河とほぼ並行してパ

ラ州Itaitubaからアマゾナス州のHumaitaまで開通し、沿線に大規模な移植民事業が行われた。

さらに、1972 年にベレーン－首都ブラジリア間舗装道路 BR010 号が開通すると、道路沿いの

森林破壊は急速に進んだ。なお、農地改革･移植院（INCRA）がアマゾン地帯に入植させた農

家の 44.2％はパラ州内であった。

　さらに、軍事政権下で実施された1974年の第２次国家開発計画及び1980年の第３次国家開

発計画では、アマゾン開発の担い手を外国資本をも含む大企業に求め、大規模な鉱山開発やエ

ネルギー開発も行われたことから、森林破壊に更に拍車がかかることとなった。こうした要素

が重なって、今日、ベレーン市を中心にパラ州面積の 15％が「人為的植生改変地域（Area

antropizada）」６となっている。

　なお、パラ州において生産される原木量は、ブラジル全体の原木生産の半分以上、アマゾン

熱帯林地帯の原木生産の 80％以上にも及ぶともいわれている７。

　こうしたことから、パラ州において森林保全プロジェクトを実施することは、すこぶる重要

な意味をもつといえよう。

９－２－２　PPG7 の概要、現状と課題

　ブラジル政府は、急速に進むアマゾン熱帯林の破壊を抑制すべく、1990年に同地帯での農牧

業プロジェクトの税制等優遇措置を廃止した。しかし、アマゾン熱帯林資源保全に向けた最大

でかつ本格的なアクションは PPG7 である。世銀が調整機関となって進めるこのプログラム

は、①先進国、国際機関及びブラジル政府が一丸となって取り組む最初の大規模な環境保護活

動であること、②地方政府、公共団体及び地域住民により環境施策を実施する参加型のプログ

ラムであること等から、斬新で画期的な事業と見なされている。また、大規模な国際協力事業

としてもその動向が注目されている。ここでは、PPG7 の概要、現状及び課題を要約して紹介

する。

６　ブラジル環境省サイト http://www.mma.gov.br/port/sca/fazemos/pactos/para.html
７　｢アマゾン地域森林保全･荒廃地植林対策｣（プロ形）1999.6. JICA
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（1）PPG7 の概要８

1） 経　緯

　1990年ヒューストン・サミットにてドイツのコール首相が提唱。1991年のロンドン・

サミットを経て、同年12月先進７か国蔵相・中央銀行総裁会議（G7）及び欧州連合（EU）

により正式プログラムとして承認。準備期間を経て 1995 年より開始された。

2） 目　的

　①熱帯林の環境保全と開発の両立、②膨大な遺伝資源の保護、③アマゾン地帯が排出

する温室効果ガス発生の軽減、④地球環境問題解決にあたって先進国と途上国が国際協

力を行う実例を提示。

（PPG7はブラジル熱帯林が抱える各種問題の一律的な解決を期待するものではなく、

森林の保全策と持続可能な地域開発方式を探り、その成果に基づいてブラジル連邦政

府、州政府、地方公共団体などが環境施策を実施することを期待する内容となってい

る。）

3） プログラムの構成

　次の５つの分野から構成され、全体で27のコンポーネントが設定されている。①研究

と実証分野、②デモンストレーション・プロジェクト、③採取保護林、④天然林資源管

理、⑤先住民保護

4） 実施方法

　新しいパートナーシップの方法を採用。世銀がブラジル政府、援助国、NGO等との調

整機関となっている。ブラジル側の担当機関は環境省アマゾン調整局。

5） 資　金

　｢熱帯雨林信託基金（RFT）｣5,825万ドル、｢コファイナンス（ブラジル政府及び援助国

資金）｣2001 年３月現在契約済み額１億7,313 万ドル。未契約額を含む総額は３億 2,960

万ドル（このうち、ドイツの負担額が 44.6％と突出している。日本は 2.2％）。

6） 実　績

　27コンポーネントのうち、2000年までに終了したコンポーネント６件、実施中のコン

ポーネント 12 件、計画中のコンポーネント９件となっている。

（2） PPG7の現状

　PPG7の中間評価が、2000年２月から10月にかけて外部コンサルタントであるフィンラ

８　在ブラジル日本大使館松本書記官提供資料（2002.1.）、｢ラテンアメリカの環境と開発｣（西沢利栄）、｢アマゾン地域森林保全･

　荒廃地植林対策調査結果資料｣（1999.6.）等を参考。
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ンドのIdufor Oy社及びブラジルの STCP社の両社によって実施された。その結果、グロー

バル・イシューに取り組む新たな国際協力モデルを作った等、高く評価されるも、所期の

目的が十分達成されていないとして 2005 年までの延長を提言している。

　また、2001年３月には住民・参加機関の出席を得て全国大会が開催されている。ブラジ

ル環境省は、こうした経緯を踏まえて、2001 年５月、PPG7 第２フェーズ案を作成し、世

銀及び関係国へ提出した。

　なお、現在のPPG7の実施期間は５年（当初計画では３年）であったが、多くのプロジェ

クトが終了していないことから現在も継続中である。

　一方、2001 年６月に開催された第６回参加国会議９では、ブラジル環境省からの提案を

受けて、PPG7 第２フェーズを 2003 ～ 2006 年の予定で行うこと、また、第２フェーズに

向けた基本方針と移行期間の取り組みに関する決議が採択された。これに対し、2001年12

月、援助国政府代表から構成される｢国際アドバイザリー・グループ（IAG）｣は、同決議に

対してのコメントを提出している。

　このように PPG7 は、現在、第１フェーズの積み残しプロジェクトを実施しつつ、平行

して第２フェーズに向けた準備が進められている。

（3）指摘された PPG7 の問題点と第２フェーズの方向

　中間評価報告書10及び IAGの報告書11で指摘されたPPG7の主な問題点をあげると以下

のとおりである。

①　プログラムの目標及び分野が非常に広い（拡散している）。

②　事業実施体制（機構）が複雑で、管理費用が高額である（費用の44％が管理費用及

び事前調査費用となっている）。

③　事業の進捗が遅い（世銀、援助国及びブラジル環境省の関心が薄れている）。

④　プロジェクト手続きが煩雑で時間がかかる。

⑤　サブ・プログラム及びプロジェクト間の連携が悪い。

⑥　プログラム実施地域に戦略性・計画性が欠ける（プロジェクト実施地区が拡散し、

体系だった事業が実施されにくい）。

⑦　援助国によるプログラム資金の支払い状況が悪い。

⑧　展示効果の効率が悪く、事業実施地域外へ十分に普及していない。このためフィー

９　参加国会議：２年に１度開催される PPG7 の最高意思決定の全体会合。PPG7 全体の枠組みについて審議する。ドナー国、

　世銀、ブラジル政府以外にも関係プロジェクト実施主体、NGO代表も参加する開かれた会議。
10　｢Revisao de Meio Termo do Programa Piloto para Conservacao das Florestas Tropicais no Brasil｣（2000.10.）
11　｢Comentario do IAG sobre o Relatorio da Revisao de Meio Termo｣（2001.1.）
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ドバックが悪く、新たな政策の立案まで至らない。モニタリングも十分でない。

⑨　管理部門の分権化によって部門間の確執を解決すべきである。

　G7 合意を受け鳴物入りで開始された PPG7 は、５年もの準備期間を経て開始され、グ

ローバル・イシューに取り組む新たな国際協力モデルを作った。しかし、一方でプレー

ヤーが多くかつ参加型の国際協力の難しさをも露呈している。

　今後、PPG7 の事業は｢パイロット試験、経験･知見の蓄積、Catalyzing ef for t｣から

「Progressive Mainstreaming（Convencionalizacao）」12 へ漸次シフトしていく。実施体制の

合理化と分権化を進め、一方で更なるプレーヤー（企業、大農、製材業者等）の拡大をも

図る。こうした努力が森林破壊に歯止めをかけられるか否か、第２フェーズが正念場と

なっていると言えよう（なお、第２フェーズの概要及び IAGコメントについては表９－１

に取りまとめた）。

　2003年度の第２フェーズ開始を前に、今後も関係者間にてプログラム内容の検討･準備

が進められることから、その動向はフォローする必要があろう。

12　Mainstreaming化とは、PPG7で開発されたモデルや教訓を選択的に政府の一般プログラム、民間及び地域社会の事業に組み

入れていくこと。ポルトガル語では「convencionalizacao」。
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１．序文（Introduction）
（1）プログラムの主たる目的
①　アマゾン地帯の持続的開発
②　種の多様性の保全
③　温室効果を産むガスの排出量抑制
④　森林伐採率の抑制

（2）プログラムの実施主体はブラジル。
（3）連邦政府の役割同様に、州政府、郡役所、市民及び民
間の参加を重視。

２．第２フェーズの役割
　アマゾン地帯及びマッタ・アトランチカ地帯の地域住民の
生活を配慮し、保全と持続的開発政策を支援するため、以下
の目的を達成する。
①　同地帯の知見を深め、普及すること
②　政策支援
③　成功例及び成功モデルの拡大とmainstreaming化の推進
④　新たな知見及び政策を実行するため、公的機関、民間
並びに市民団体の体制強化支援

３．プログラムの性格づけ
　｢パイロット試験、経験の蓄積、catalyzing effort｣から
｢Progressive mainstreaming化｣へ漸次、シフトする。
（1） 第２フェーズ
　実施期間2003～2007年。第２フェーズの特徴は以下
のとおり。
①　長期的視点に立って、ブラジル側主体で実施。
②　mainstreaming 化の推進
③　他のプログラム及びプロジェクトとの連携強化
④　他の省庁及び州政府との連携強化
⑤　より多くの知見獲得と成果適用への集中
⑥　将来の大きな課題（例：入植事業、地権問題、大
型農業技術、技術協力を通じての最終受益者への
普及、地域政策と流通インフラ整備計画）への対応

⑦　森林破壊及び荒廃地化リスクの高い地域での活動
強化

⑧　地域社会活動の強化（継続）
⑨　民間の参加拡大
⑩　連邦政府及び州政府の行政能力強化

（2） 実施体制
　ブラジル政府、特に環境省、州政府、郡役所の役割を
高める。

（3） 世銀の役割
　従来どおり。

（4） その他提言
①　PPG7を連邦政府の「多年度計画（PPA）」に盛り込む。
②　アマゾン８か国の交流促進
③　｢Rio+10｣及び2002年G8でのPPG7成果発表・広報

　表９－１　PPG7第２フェーズに係る｢第６回参加国会議の決議｣及び

　　　　｢国際アドバイザリー・グループ（IAG）のコメント｣

１． PPG7の目的と役割
① 　PPG7を通じ、アマゾンの保全政策
が変化したことを高く評価。｢天然資
源の保護は地域住民の積極的参加が
あって初めて可能である｣ことが理解
された。

②　現在の潮流は｢分権｣と｢多くの機関
の参加｣。森林破壊の主役である牧場
主と製材業者をも参加させるべき。
ただし、｢分権化｣は連邦政府とその他
機関との軋轢を増す等のリスクがあ
ることに注意。

③　長期的に重要な役割を担う研究活動
が軽視されている。

２．長期目標
①　｢持続的開発｣実現のためには強力
な調整能力が必要。特にインフラ整
備と持続的開発との調和は課題。

②　森林破壊の２大元凶｢入植事業｣と
｢大規模農業･畜産｣への対策活動が視
野に入っていない。

３．第２フェーズ
　省庁間の調整はハイレベルで実施し、政
府全体の課題とすべき。

４．広　報
　広報活動が不足。

５．地域市民団体の強化
　NGOの役割が変化し、今日では重要な
パートナー。より広い参加を。

６．民間企業の役割
①　民間を軽視しすぎ。積極的参加を具
体的に提示する必要あり。

②　民間参加の常設フォーラムを設置す
べき。

７．その他の課題
①　アマゾン人口の 60％が集中する都
市が抱える問題への対応が必要。

②　大化した実施体制の見直しが必要。

第６回参加国会議の決議概要　（2001年６月） IAGのコメント（2001年 12月）
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９－２－３　PPG7 における新規案件の位置づけ

　新規案件｢アマゾン群馬の森｣については、世銀ブラジリア事務所の PPG7 担当 ｢Rain Forest

Unit｣のスタッフとの協議のなかで、その位置づけを探った。同 Unit のからは、概要以下のよ

うな見解が述べられた。

①　新規案件｢アマゾン群馬の森｣の構想案は、全体として PPG7 の主旨及び現在の潮流に

沿った極めて有意義な事業と評価できる。

②　同新規案件は、PPG7 プログラム構成の中の「研究と実証分野」（上記９－２－２（1）

3）参照）のサブ・プログラムに分類されている｢展示プロジェクト（Sub-programa dos

Projetos Demonstrativos：PD/A）｣のカテゴリーに分類されよう。ちなみに、この PD/A は、

現在実施中の PPG7 コンポーネント 12 件（上記９－２－２（1）6）参照）の中に入ってい

る（PPG7 の終了プログラムとはなっていない）。

　　なお、参考までに PD/A の事業目的は以下のとおり定義されている。

　2001 年現在、PD/A のプロジェクトはアマゾン地帯で 144 件、パラ州内では 43 件 13 と

なっている。

③　第２フェーズの事業内容詳細は未定であるが、｢アマゾン群馬の森｣の主旨からいって

PPG7 の Associated Project になることは疑いない。

④　ブラジル環境省作成の第２フェーズ修正案では、主要活動分野の１つとして｢Ciencia e

Tecnologia para Desenvolvimento Sustentavel（持続的開発のための科学・技術）｣が明記さ

れていることから、｢アマゾン群馬の森｣を利用した研究活動もこうした資金を得られる可

能性はある。

　　　

　以上のことから、今回の調査団が現地の関係機関と協議し合意した新規案件の事業案の柱と

なる①研究支援活動、②環境教育、及び③アグロフォレストリー展示農園（後述の内容及び付

属資料３．｢メモランダム｣を参照）は、PPG7 の目的及び第２フェーズへの流れとも合致し、

PPG7 の戦略目標である｢ブラジル熱帯林の保全｣に貢献するものと判断される。

13　｢PDA Uma Trajetoria Pioneira｣2001.2. ブラジル環境省アマゾン調整局

　「地域のコミュニティーの参加を得た先駆的・実証的活動（環境保全活動、森林管理シス

テム､アグロフォレストリーシステムと荒廃地回復、水資源管理等、他のプロジェクトから

得られた知識に基づいた活動）を通じ、地域コミュニティーにおける、①自然資源の保全と

持続的管理に関する知識確立、組織強化・管理能力の向上、②収入源の創出と生計安定化、

③地域コミュニティー、NGO、政策決定者間での情報・経験交換等を図る」
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　いずれにせよ、新規案件｢アマゾン群馬の森｣がPPG7のAssociated Project に認定され、また

同プログラムから資金を獲得するためにも、プロジェクト内容の詰めの段階から、また実施期

間中であってもモニタリングや中間評価を通じて具体的な活動内容の見直しを図るなどして、

できるだけPPG7第２フェーズの行動計画と軌道を一にし、連携を強化するよう不断の努力が

必要であろう。

９－３　新規案件「アマゾン群馬の森」のプロジェクト案

　新規案件「アマゾン群馬の森」については、ブラジル側関係機関（特にパラ州科学技術環境局

（SECTAM）及び北伯群馬県人会）との協議を経て、付属資料３．のメモランダムにまとめられ

た。さらに、JICA森林・自然環境協力部が作成した「自然環境保全（生態系保全）ガイドライン

案」を参考に、加筆修正した内容は以下のとおりである。

　なお、PDM（試案）を９－９項に、また事業事前評価表（試案）を９－ 10項に掲載した。

〈プロジェクト名：「アマゾン森林保全及び環境教育プロジエクト」（仮称）〉

１．上位目標：

　ブラジル国東部アマゾン熱帯雨林地域の自然環境が保全され、人間活動との調和が図れる。

２．プロジェクト目標：

　　「アマゾン群馬の森」が東部アマゾン熱帯雨林地域の「森林保全・環境教育センター」となる。

３．活動内容：

　PPG7 の目的及びパラ州政府の環境保全政策等との整合性に配慮し、以下の活動を行う。

（1）研究活動に適した「森」の整備（ハード、ソフト）：森林及び施設を国内外の研究機

関、大学、NGOs、民間企業等に開放して、東部アマゾン熱帯雨林の保全と持統的発展に

資する研究活動が可能となるよう、研究環境の改善（インベントリー調査）、施設・機材

の整備等を支援する。

（2）環境教育：日本・ブラジルの政府機関、地方政府機関及び NGOs 等とともに、アマゾ

ン熱帯雨林の保全に必要な人材育成（例えばインベントリー調査員の養成及び環境教育

指導者の育成）、並びにコンテンツ作成支援を通じた環境教育活動（児童教育等）を推進

する。また、環境教育の一環として、「アマゾン群馬の森」の一部利用に限定しつつエコ

ツーリズムの導入を図り、それに必要な施設の設置、並びに展示物の整備を行う。

（3）天然林施業及びアグロフォレストリー技術開発：現在既に利用されている農地を中心

に、地域住民向けの展示及び普及を目的に、天然林施業、アグロフォレストリー及びコ

ショウ栽培等の技術開発を行う。
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９－４　協力のスキーム（実施体制）案

　新規案件に係る実施体制案については、調査団、SECTAM及び北伯群馬県人会間の協議を踏ま

えて合意した「メモランダム」添付の「構想案」の内容となろう。

　国際技術協力事業に係る合意は、JICA及びSECTAM間で形成する。ただし、同合意文書中に

　これら活動は、アマゾン熱帯林保全に関連する公的機関、大学、NGOs、民間企業及び地

域住民等の幅広い参加を得て実施することが必要不可欠である。このため、「森」での共同

事業を推進すべく、インターネット等を利用して、国内外での広報や啓発活動を実施する。

４．実施スキーム：（９－４項参照）

（1）実施機関：日本側（JICA及び群馬県庁）、ブラジル側（SECTAM及び北伯群馬県人会）

（2）運営委員会（ステアリングコミッティ）：事業の円滑な推進を図るため、SECTAM局

長を議長に、JICA及び北伯群馬県人会の３者間による運営委員会を設置し、プロジェク

ト運営上の詳細について取り極める。なお、同委員会には、以下（3）に述べる協力機関

のオブザーバー参加を得て助言を求める。

（3）協力機関：プロジェクト実施にあたっては、アマゾン熱帯雨林保全事業に関連する公

的機関（ブラジル農牧研究公社東部アマゾン農業研究センター（EMBRAPA）、エミリ

オ・ゲルジ博物館、環境再生可能天然資源院（IBAMA）、パラ州農業大学、パラ州政府

機関、国際援助機関等）並びに NGOs（アマゾン貧困と環境プログラム（POEMA）、

IMAZON）等の積極的な参加を求める。

（4）プロジェクトの実施期間：３年間程度

５．実施機関及び参加機関に期待される投入

（1）JICA：インベントリー調査、専門家（森林保全、環境教育、アグロフォレストリー）

の派遣、研修員の受入れ（年間１～２名程度）、機材供与、関連施設整備及び専門家活動

経費

（2）SECTAM：JICA専門家のC/P配置。C/P活動経費及びその他の活動経費については、

北伯群馬県人会と協議・調整のうえ決定する。

（3）北伯群馬県人会：プロジエクト期間中の「アマゾン群馬の森」及び施設の提供、活動

調整、維持管理（人材、経費）

（4）参加機関：上記３．（1）、（2）及び（3）に参加する機関は、その活動経費を負担する。
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は、北伯群馬県人会の重要な役割を明記し、本案件がこれら３機関のパートナーシップに基づき

実施されることを明記する。

　北伯群馬県人会は、JICA及びSECTAM間の合意に基づき、国際技術協力実施期間中にあって

はSECTAMと調整して同県人会所有の森、圃場及び施設を提供する。その条件詳細については、

必要に応じて日本・ブラジル関係者との協議を経て SECTAMと同県人会の間で文書にて敢り極

める。

　なお、本案件は、日本・ブラジル双方に関係機関が多くなることが予想されるので、協力事

業を円滑に進めるために、日本国内にあっては「国内支援委員会」を、またブラジル内にあっ

ては「ステアリングコミッティ」を設置することが望まれる。

「アマゾン群馬の森」�
プロジェクト・サイト�北伯群馬県人会�

パラ州科学技術環境局�
（SECTAM）�

ブラジル外務省�
ブラジル協力事業団（ABC）�

JICA

群馬県�
（専門家派遣、研
修員受入れ等の協
力リソースの提供）�

ステアリングコミッティ�
（SECTAM、JICA、�
県人会、ABC）�

プロジェクト国内支援委員会�
（JICA、群馬県、専門家他）�

�

外務省�

専門家派遣、研修員受入れ、機材供与、�
インベントリー調査、等�

管理運営�

支援・交流�

合　意�

要　請　�

要　請　�

森・施設利用�
に係る合意� C/Pの配置�

森の安全保証�

参加・協力機関�

①　ブラジル：パラ州政府機関、連邦パラ大学、EMBRAPA、エミリオ・ゲルジ博

物館、NGOs、民間企業、地域住民社会（学校、郡役所、農家）、トメアス入植地

等日系社会、他�

②　日本：大学、研究機関、民間企業、NGOs他�

③　世界：世銀、国際援助機関、大学、研究機関、民間企業、NGOs他�
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９－５　群馬県とパラ州との事業連携の可能性

　JICAで実施するプロジェクト事業の枠組みや内容がまだ決定されていない現段階で、群馬県と

して、パラ州との事業連携の可能性について言及するのは時期尚早の感を否めないところである。

しかし、多くの県民から寄せられた募金によって森を取得した経緯から、ここでは「現在考えら

れる連携の可能性について」ということで述べることにする。

　前にも触れたが、今回のプロジェクトで早急に実施しなければならないのは、この森に存在す

る植物の種類や規模を正確に把握するための本格的な生態調査である。これについては、森の希

少価値の客観的なデータを得たいという観点から本県としても高い関心をもっており、森林関係

の研究職員を派遣してパラ州関係機関とともに調査隊に参画させたいと考えている。

　また、この調査から得られたデータを熱帯雨林の生態の事例として示しながら、アマゾン地域

における深刻な森林破壊の現状と併せて、森林の適切な管理による環境保全の重要性について、

パラ州の住民への普及啓発に役立てていきたい。

　さらに、マホガニーをはじめとする有用樹種の混植林造成試験については、本県林業における

広葉樹複層林造成や萌芽更新などを参考としながら、パラ州での造林に対する部分的な技術移転

も可能であると思われる。

　いずれにせよ、これらは現段階で考えられる事業連携の事例である。実際には JICAの行うプ

ロジェクト事業の内容決定を受けた段階で、その枠組みの中において、群馬県としても職員の派

遣など人的支援を中心としたパラ州との事業連携の道を具体的に検討していきたいと考えている。
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2002年 ３月・ブラジル協力事業団（ABC）要請書受付期限
５月・短期専門家（又は企画調査員）派遣によるインベントリー調査タームズ・オブ・レファ

　　　　　　　レンス（T/R）作成。インベントリー調査＊には森林利用計画を含める。派遣期間は２週
　　　　　　　間程度。

６月・第１期インベントリー調査開始（在外開発調査）

　　　　　・JICA事前調査団派遣によるプロジェクト内容の協議と合意（R/D：討議議事録）

2003年 ３月・インベントリー調査結果の「中間報告書」及び「森利用暫定計画」の作成
　　・結果の公表による研究テーマ募集
４月・第２期インベントリー調査開始

　　・「プロジェクト」開始（実施期間３年）
　　　　　　　　　・ステアリングコミッティの設置

2004年 ３月・報告及び「森利用計画」最終版の作成と結果公表
　　・インベントリー調査結果の公表

2006年度　　・プロジェクト終了

〈注＊〉１．今後の作業を効率的に進め、また、日本側関係者の意思疎通を十分図るために、準備段階より国内にJICA南米課を

　　　　事務局として群馬県庁代表及びアマゾン専門家等により構成される「支援グループ」を設置し協力を仰ぐことも有効

　　　　であろう。

　　　２．インベントリー調査は、エミリオ・ゲルジ博物館の協力を得て実施することが適当である。

　　　３．専門家派遺分野は、①リーダー（アグロフォレストリー）、②森林保全、③環境教育が考えられる。

専門家派遣約３名＊

研修員受入れ
（A）　（B）　（C）

９－６　今後のスケジユール（案）

　SECTAM及び北伯群馬県人会との協議を踏まえ、調査団内で検討した結果、今後は以下のスケ

ジュール（案）に沿って作業を進めることが望まれる。また、インベントリー調査実施案につい

ては次ページにまとめた。さらに、プロジェクト終了後の「アマゾン群馬の森」の完成イメージ

（案）を付した。

「アマゾン森林保全及び環境教育プロジェクト（仮称）」
（2003～ 2006年）

（A）研究活動に適した「森」の整備（ハード・ソフト）：森林及
び施設を国内外の研究機関、大学、NGOs、民間企業等に開放し
て、東部アマゾン熱帯雨林の保全と持続的発展に資する研究活
動が可能となるよう、研究環境の改善、機材の整備を行う。

（B）環境教育：日本・ブラジルの政府機関、地方政府機関及びNGOs
等とともに、アマゾン熱帯雨林の保全に必要な人材育成（例え
ばインベントリー調査員の養成及び環境教育指導者の育成）並
びにコンテンツ作成支援を通じた環境教育活動（児童教育等）
を推進する。また、環境教育の一環として、「アマゾン群馬の
森」の一部利用に限定しつつエコツーリズムの導入を図り、そ
れに必要な施設の設置、並びに展示物の整備を行う。

（C）天然林施業及びアグロフォレストリー技術開発：現在既に利
用されている農地を中心に、地域住民向けの展示及び普及を目
的に天然林施業、アグロフォレストリー及びその他作物の技術
開発を行う。
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１．インベントリー費用（エミリオ・ゲルジ博物館による概算見積額）

（1）インベントリー費用と積算内訳（500ha 全域のィンベントリーを実施した場合

①　マッピング作業費用 10,500.00 レアル

②　インベントリー作業計画作成のための基礎調査費用 23,500.00 レアル

③　インベントリー現地作業本格調査費用（＠2,800/ha× 500ha） 1,400,000.00 レアル

④　成果品（報告書、図面等）作成費用 11,000.00 レアル

　小　計 1,445,000.00 レアル

⑤　管理手数料（小計の20％） 289,000.00 レアル

　合計（小計）＋⑤ 1,734,000.00 レアル

　　（換算レート　1.00米ドル＝2.40レアル） （約 722,500.00 米ドル）

（2）インベントリー調査の対象面積

①　50％（250ha）を実施した場合の費用は 383,750.00 米ドル

②　25％（125ha）を実施した場合の費用は 203,125.00 米ドル

　　「アマゾン群馬の森」の場合には、総面積の10～25％程度を調査すれば十分であろう。

２．インベントリー調査のスケジュール及び他の事業との関連

　2002年 ５月・短期専門家（又は企画調査員）派遣によるT/R作成（２週間程度）

　　　　 ６月・第１期インベントリー調査開始

　2003年 ３月・調査結果の中間報告及び「森」の暫定利用計画の作成

　　・結果の公表による研究テーマ募集

　　　　 ４月・第２期インベントリー調査開始

　2004年 ３月・報告及び「森利用計画」最終版の作成

　　・結果の公表

　　・「利用計画」に基づくエコツーリズム・

　　　環境教育施設等の建設

「アマゾン群馬の森」のインベントリー調査費用とスケジュールについて（案）

・「プロジェクト」開始

（A）　（B）　（C）

（注）（A）試験研究活動

　　　（B）環境教育活動

　　　（C）アグロフォレストリー活動
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「アマゾン群馬の森：東部アマゾン森林保全・環境教育センター」

Ⅰ．運営主体：北伯群馬県人会

Ⅱ．支援機関：パラ州政府（SECTAM、教育局）、群馬県庁

Ⅲ．協賛機関：世銀 PPG7、エミリオ・ゲルジ博物館、EMBRAPA、IBAMA、NGOs、大学、国際援助機

関、その他研究機関、民間企業等

Ⅳ．活動内容：ホームページを通して日本語・ポルトガル語・英語で活動内容を世界へ紹介する。

１．研究活動支援－森林及び施設を国内外の研究機関・大学、NGO、民間会社等に解放して研究の場

とする（実費徴収）→東部アマゾン森林保全ネットワークの場

①　インベントリー情報のホームページ上公開により研究活動を公募（研究テーマの例：稀少資源の

保護と利用、天然林施業、荒廃地回復技術、種子発芽試験、薬用植物調査、インベントリー調査

専門家育成の実習地、博士・修士号取得のための研究等）

②　研究成果の公開と展示→知名度を高める

２．環境教育－熱帯降雨林の保護と保全に係る普及活動（州政府、NGO 等との共催）

①　パラ州民への環境教育（児童教育、青年教育等）

②　インベントリー専門家の育成（遺伝子分析手法の導入）

③　群馬県民への環境保全活動 PR と環境教育

④　エコツーリズム（展望台、樹冠回廊（ウォークウェイ）、遊歩道の整備と利用

⑤　郷土樹種苗の生産と配布、郷土樹種の種子展示等

３．アグロフォレストリ－農園と天然林の経営－展示・普及並びに施設維持のための収入源

①　コショウ園の有効利用によるアグロブォレストリー農園経営（トメアス事業地の支援）

②　有用木植栽による天然林施業

③　郷土樹種の種子及び苗木の販売

④　繊維作物（例：クワラ）等の有用植物の栽培

⑤　熱帯果樹栽培

４．交流の場－日本・ブラジル（群馬県／パラ州）交流の場

プロジェクト終了後の「アマゾン群馬の森」の完成イメージ（案）

〈「アマゾン群馬の森」の運営について〉

　プロジェクト終了後は、「アマゾン群馬の森」の所有者である

北伯群馬県人会がその運営の実質的責任者となる。施設の維持管

理・運営とともに重要さを増すのが「事業の企画力と交渉力」で

ある。組織の肥大化を回避するうえからも、上記の各種活動は他

の公的機関、NGOs、民間企業へ森と施設を提供し共同実施とす

ることが望ましく、このためプロジェクトの企画、交渉及び調整

能力が一段と求められることとなろう。この面で、現地のNGO

であるPOEMAや IMAZON等に学ぶことは多い。
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９－７　JICAの対アマゾン地域協力案件との関係

　JICAは、現在、アマゾン地帯において２件のプロジェクト方式技術協力を実施中である。これ

らプロジェクトの概要と新規案件との関連は次のようになり、プロジェクト間に活動内容の重複

は認められない。ただし、JICAとしては、これらはいずれもアマゾン熱帯林の保全を最終目的と

していることからプロジェクト間の連携を強化し、情報交換や相互支援を通じて、より効果的な

事業展開を企図することが、別途必要となろう。

（1）「ブラジル・アマゾン森林研究計画フェーズⅡ」（期間：1998 年 10 月１日～ 2003 年９月

30 日）

1） 目的：アマゾン地域の森林保全と荒廃地回復に資する技術の改良のために必要な生物

学的及び生態学的な基礎知識を明らかにする。

2） 活動分野：

①　林型の分布様式：衛星及びリモセン技術を利用して森林の現状把握と森林開発等によ

る劣化過程を明らかにする技術開発を行う。

②　天然林の動態：アマゾン熱帯林を構成する樹種の分布状況と更新機構を解明し、天然

林の動態特性を把握するとともに、主な樹種の生育特性を明らかにして荒廃地回復に必

要な基礎知識を収集する。

③　立地特性：異なる地形に対応した土壌の理化学的特性及びその分布状況を明らかに

し、荒廃地回復を行う際の樹種の適地判定に必要な資料を収集する。

④　種子の生理生態特性：種子の発芽条件を中心に生理特性を解明し、苗木大量生産のた

めの基礎技術、並びに長期貯蔵技術を開発する。

⑤　立地適応性：苗木の光、水分、養分に対する反応を明らかにし効率的な苗木生産シス

テムを確立する。また荒廃地に試験植栽して適正樹種の選択と植栽技術の確立を図る。

3） 新規案件との関連：「ブラジル・アマゾン森林研究計画フェーズⅡ」は、科学技術省傘

下にある国立アマゾン研究所（INPA）を C/P にし、「荒廃地回復」を主眼とした基礎研究

協力プロジェクトである。一方、新規案件は、①研究の場の提供、②環境教育、③天然林

施業及びアグロフォレストリーの技術開発を目的としており、対象分野に重複はない。

　また、INPA は中部アマゾンに位置し、一方、新規案件は東部アマゾンに位置すること

から、その植生を含む自然環境は大きく異なる。

（2）「ブラジル東部アマゾン持続的農業技術開発プロジェクト」（期間：1999年３月１日～2004

年２月 28 日）

1） 目的：東部アマゾン地域の適正かつ持続的な農作物栽培技術を開発し、農家経営の営農
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基盤を強化する。

2） 活動分野：

①　熱帯果樹における高生産性系統・後代及び矮性台木の選抜

②　選定熱帯果樹の主要病害防除法の開発

③　選定熱帯果樹の管理技術及び栽培技術研究法の移転

④　コショウ病害総合防除法の開発

⑤　生木支柱を用いた栽培技術の開発

⑥　熱帯作物の混植を含む持続的生産システムの実証・評価及び展示圃場の設置

3） 新規案件との関連：「ブラジル東部アマゾン持続的農業技術開発プロジェクト」は、

EMBRAPAをC/Pにし、東部アマゾン地帯での果樹及びコショウの持続的農業のための栽

培技術の開発を目的とした農業プロジェクトである。一方、新規案件は森林保全と環境教

育を主目的としている。ただし、｢アグロフォレストリーの技術開発｣については共通であ

り、前者プロジェクトの研究所で開発された技術を新規案件プロジェクトで応用技術開発

及び展示・普及効果を図る等、連携が求められよう。
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図９－２　JICA がアマゾン地帯で協力中のプロジェクトと新規案件の位置づけ（イメージ図）

図９－１　JICA がアマゾン地帯にて実施中のプロジェクト方式技術協力（２件）の位置図

　アマゾンの森林は現存
する世界最大の熱帯林で
ある。ブラジル国内だけ
で約400万km2（日本の11
倍）で、この森林生態系に
おける生物種の多様性は
世界でも類を見ないとい
われている。
　ベレーン－マナウス間
の距離は約1,300kmで、東
部及び中部アマゾン地帯
間の自然及び社会的条件
は大きく異なる。

東部アマゾン地帯

森林研究計画フェーズⅡ
（荒廃地回復基礎研究）

持続的農業技術開発プロジェクト
（農業技術開発）

〈新規案件〉
「アマゾン群馬の森プロジェクト」

（研究の場・環境教育）

中部アマゾン地帯

アグロフォレストリー

｢アマゾン群馬の森｣と
アマゾン河の航空写真
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９－８　協力にあたっての技術的な留意事項

（1）森林「アマゾン群馬の森」の科学的評価－特に植物群落のインベントリー実施の場合―

　森林群落の科学的評価のためには、樹木の種及び生活型に基づく組成、それらの空間的配

置などを知る必要がある。そのために次のようなことに注意を払いながら調査をする必要が

ある。

　第１：林冠の相観的特徴により森林の層化を実施（航空写真などを利用）

　第２：第１により森林群落が層化されたとき、層別に詳細なインベントリーの実施が必

　　　　要。その際次のような事項に注意をすることが必要。

①　クォドラート（抽出単位、調査枠）の大きさとその数の決定

＊大きさ：10ｍ× 10 ｍ～ 20 ｍ× 20 ｍの間が適当。専門家の現地視察により決定。

＊数：層化された林冠層ごとに最低でも１クォドラートが必要。クォドラートの大きさ

や調査費用に応じて、クォドラートの数を増やすことが必要。

②　調査対象樹木の高さの決定

＊樹高 1.5 ｍ以上の樹木のみの場合

　樹高 1.5 ｍ以下のものはどのようにするか？

＊樹高 1.5 ｍ以下の樹木を含めた調査の場合（林床植生も含めて）

１クォドラートの調査に大変な時間を要することを考慮して、このクォドラートの大

きさと数を少なくする必要もある。この場合樹高1.5ｍ以上を調査するクォドラート

の大きさと数に影響を与えないことも考慮すること。

③　種子、薬草などの調査について

　貴重種及び採取経済の対象樹の有無を含む。この調査は、プロジェクトの将来を考慮

するときに不可欠であろう。

④　専門家による事前打合せの必要性

　本格的なインベントリーに入る前に、エミリオ・ゲルジ博物館側と JICA側の専門家

が上記の事項について、「アマゾン群馬の森」現場を詳細に視察しながら、打合せをする

ことが、極めて重要である。そのうえで、調査に必要な時間や人手なども併せた実行案

を決めること。　　

（2）研究及び高等教育に活用する場合

　まず、群落のインベントリー結果の世界に向けた公表が不可欠（ホームページの開設など

による）。　　

①パラ州内、ブラジル国内の大学及び研究機関に調査結果情報の提供。

②諸外国の大学及び研究機関のうち、必要に応じてｅメールなどで直接情報を提供するこ
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とが必要。

③上記の情報提供の場合、「アマゾン群馬の森」のアクセスの良さを宣伝する。この場合

は、「アマゾン群馬の森」の森林群落は、本格的な研究の場として、あまり期待しないこ

と。大学院修士コース程度の研究の場としては好都合。

　

（3）アグロフォレストリーの実施の場合

　熱帯地域、とりわけブラジルの湿潤熱帯では、農業や林業で単一種の栽培や植林は、何世

代にもわたって持続した例はない。また、熱帯雨林地域でのアグロフォレストリーの目的

は、農業経営と森林の経営・管理とが持続的に共生することをめざす経営形態であることを

忘れてはならない。

　以上のことを考慮しつつ、次の事項に注意を払うことが必要である。

①　樹種の選択と組み合わせが極めて重要

　森林又は農地をアグロフォレストリーの農業経営に変える場合、一般的に、その農業

経営が完成し、経済的な安定を得るまでも生活を行う必要がある。そのために、ある程

度の収入が得られ、生活が成り立つように開設初期の樹種の選択や組み合わせを考え、

さらに持続的な農業経営の安定を図るために樹種の選択やその組み合わせをも考える必

要がある。このことについては、トメアスの経験やPOEMAや東部アマゾンアグロフォ

レストリー研究センター（CPATU）の研究に学ぶ必要がある。

②　「アマゾン群馬の森」の 40ha の面積に見られる、ピメンタとモギノ（２種類）の組み

合わせは、アグロフォレストリーの本来の姿とは異なることにも注意する必要あり。し

かし、ここでも「アマゾン群馬の森」のNGOとしての活動が根づくまでは、半分の20ha

を活動資金源のアグロフォレストリーとして活用し、残りの 20ha は、NGO本来の活動

のためのアグロフォレストリーにすることが大切である。

　ここで、NGO本来の活動とは、地域農業の活性化を図るためアグロフォレストリーの

展示農園を作り、その指導を行うことと考える。

　そして、最終的には40haの土地を本格的なアグロフォレストリーの農地に変え、NGO

の資金源とするよう心がけることが必要。

③　地域農民に対する指導員の確保と養成が必要。指導料の徴収も必要。

　　　

（4）エコツーリズムの場合

　エコツアーとして、人びとの興味を引くことは、この「アマゾン群馬の森」の資産に観測

塔やウォークウェイなどを設置する必要もあり、入園料を取ったとしても、これだけで経営

することは困難であろう。そのためには、立地条件を考慮し、日本食レストランや花卉（ラ
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ンなど）の販売を考慮することも必要であろう。

　なお、更に重要なことはツアーと森林との調和を図り、森林を保全しツアーの教育目的を

果たすための条件を検討することである。また、ツアーの人びとに森林の自然の姿を説明す

るコンダクターの確保と養成も不可欠である。

（5）環境教育の場合

　環境教育では、環境の仕組みや内容を理解し、環境の構成員である人間が調和のとれた環

境を創造することの重要性を学び、その調和を図る具体的な行動力を身に付けることも極め

て重要なことである。

　そのためには、環境の仕組みや内容、例えば構成員である森林や昆虫や動物などの状況を

素直に見る感性を養う必要がある。また、感性は創造力を創出し、調和のとれた環境を生み

だす大きな力になるであろう。そして、このような創造性豊かな感性は、年齢とともに成長

するであろう。なお、芽を出した感性は、それを養い、力強いものに育て、定着させることが

重要になる。そのために、熱帯雨林地域では以下のように段階的な環境教育法が考えられる。

①　「アマゾン群馬の森」環境教育４段階プログラム　

＊幼児段階：感性と創造性の養育

＊低学年段階（小学１～４年生）：森林内の共生と棲み分けの実態を知る

＊高学年段階（小学５～中学生）：森林内の共生・棲み分けの実態及び多様性の構造を学ぶ

＊高校生以上成人段階：地球環境の保全と森林の役割を学ぶ

②　自己観察と観察後の説明及び説明後の観察が必要、さらに説明前後の観察の比較が重

要、特に幼児段階から高学年段階までが重要。

③　各段階とも優れたインストラクターあるいはコンダクターの確保と養成が重要。

④　各段階ごとに目的とする内容を正確で分かりやすい説明図・展示物が必要。

⑤　観測塔及びウォークウェイの建設が必要（エコツアーの場合と共有可）。

⑥　図書などの収集を行い、閲覧可能にする。その際の貸し出し業務や管理方法が問題。

⑦　施設利用料など料金の問題

（6）その他の問題

①　「アマゾン群馬の森」内での択伐対象の有用樹の選別と択伐採後のギャップの管理

②　種子取得の可能な量と育苗の経済性検討

③　種子や遺伝子に関する国による管理など

④　薬用植物の経済価値の検討
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指標データ入手手段ブロジェクトの要約

〈上位目標〉
ブラジル国東部アマゾン熱帯雨林地域の自然
環境が保全され、人間活動との調和が図れ
る。

〈プロジェクト目標〉
「アマゾン群馬の森」が東部アマゾン熱帯雨
林地域の「森林保全・環境教育センター」と
なる。

〈成果〉
１．「アマゾン群馬の森」の運営体制が整う。
２．「アマゾン群馬の森」の天然林が調査研究
及び環境教育用にソフト・ハード両面で整
備される。
３．アマゾン熱帯雨林保全に必要な人材が育
成され、また地域住民の環境保全意識が向
上する。
４．開発されたアグロフォレストリー技術及
び天然林施業技術が地域住民に普及する。

〈活動〉
1-1 「アマゾン群馬の森」が保有する天然林
のソフトとハードを整備する（ィンベント
リー調査の実施、観測塔及び樹冠回廊を建
設する）。
1-2 天然林を調査・研究の場に提供する。
２．協力機関とともに人材育成、環境教育、エ
コツーリズムを実施する。
３．協力機関とともにアグロフォレストリー
及び天然林施業技術の開発及び普及を行
う。
４．事業の内容や成果をインターネット等を
利用して、国内外での広報及び啓発活動を
実施する。

１．ブラジル政府のアマゾン熱帯雨林保全政
策が強化される。
２．パラ州政府の熱帯雨林保全政策が強化さ
れる。
３．PPG7が成果をあげる。

１．パラ州政府の協力が継続する。
２．政府機関、大学、NGOs及び民間企業の
「アマゾン群馬の森」活動への参加が拡大
する。

１．協力（参加）機関よりの事業負担金及び
各種環境基金からの資金協力が得られる。

〈前提条件〉
１．北伯群馬県人会により「アマゾン群馬の
森」に専任の事業責任者（コーディネー
ター）が配置される。
２．「アマゾン群馬の森」が保有する天然林の
インベントリー調査予算及び基盤整備費予
算が確保される。
３．政府機関、大学、NGOs、民間企業等の
協力（参加）が得られる。

１．ブラジル国立宇宙研究所（INPE）の衛星
画像による森林破壊状況報告
２．PPG7（「ブラジル熱帯雨林保全パイロッ
トプログラム」）の評価報告書

１．PPG7による認定結果
２．PPG7の PD/Aの比較調査

１．プロジェクト活動報告書、専門家による
審査報告書（スポット・チェック）
２．モニタリング報告書
３．モニタリンク報告書
４．モニタリング報告書

東部アマゾンの森林破壊面積増加率が止ま
る。（自然環境保全分野の協力は成果を得る
までに数十年単位の期間を有する活動が多
く、長期的展望で評価指標、手法を検討すべ
き。）１

１．PPG7のAssociated Projectに認定される。
２．PPG7のPD/A２と同レベル以上の成果を
あげる。

１．収支に見合う事業が行われる。
2-1 調査研究者数×件／年、論文数×件／年
2-2 訪問者数×人／年
３．研修コース×件／年、受講者数／年
４．研修コース×件／年、受講者数／年

指　標 外部条件

（ブラジル側）
１．プロジェクト・スタッフ
　プロジェクト・マネージャー、「アマゾン群
馬の森」のコーディネーター、C/P３名、他
２．土地・施設
　保全林、圃場、管理棟
３．運営経費
　×ドル／年

（日本側）
１．長期専門家（60人／月×３名）
　チーフアドバイザー（アグロフォレスト
リー）、森林保全、環境教育
２．短期専門家
　必要に応じ年２～３回派遣
３．森のインベントリー調査
　森面積の約25％を実施（約20万ドル）
４．機材供与・基盤整備
　観測塔及び樹冠回廊の建設等
５．研修員受入れ：年平均２名

〈投入〉

１　「自然環境保全協力ガイドライン（案）」p.９～ 10。2002年３月 JICA森林・自然環境協力部
２　PD/A：PPG7のサブ・プログラムの１つで「Sub-programa dos Projetos Demostrativos（展示プロジェクト）」。９－２－３項参照。
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案件名：アマゾン森林保全及び環境教育プロジェクト

当該対象国：ブラジル連邦共和国　実施地域：パラ州サンタバーバラ郡（州都ベレーン市より
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約50km）

１．案件の背景
　アマゾン地帯の森林は現存する世界最大の熱帯林である。ブラジル国内だけで約400万km2

（日本の約11倍）、隣接諸国まで含めると約600万km2に及ぶ。この森林生態系における生物
種の多様性は世界でも類を見ない貴重な天然資源となっている。しかし、こうした貴重なブ
ラジル・アマゾン熱帯雨林のうち、毎年平均約5，000万m3が伐採されているといわれ、1997
年までに消失した累計面積は 53 万 2,000km2 にも及び、それはパラ州において最大である。
　1990年代に入ってから、ブラジル政府はアマゾン熱帯林保全政策を強化し始めた。また、
世界的な取り組みとして、1990 年のヒューストン・サミット合意に基づき 1995 年から世銀
が調整機関となって「ブラジル熱帯雨林保全パイロットプログラム（PPG7）」が開始された。
しかしながら、森林伐採への歯止めは十分にかかっておらず、現在、PPG7第２フェーズヘの
取り組みが検討されている。今日、PPG7 をはじめとするアマゾン熱帯雨林保全策は、州政
府、郡役所、NGO、市民及び民間企業等の多様なプレーヤーの積極的参加を重視して進めら
れている。
　一方、北伯群馬県人会は、こうしたアマゾン熱帯雨林の保全を目的に、1996年に群馬県庁
等の支援を得て州都ベレーン市近郊に540haの森林を購入、また、1998年にはビジターセン
ターや宿泊施設を整備した。同県人会が取得した森林は近傍に類例を見ないほど保全状態が
良く、インフラも十分整備されたことから、この「森」を拠点とした熱帯雨林保全活動の展
開が期待されている。
　パラ州政府は、「アマゾン群馬の森」の活動がPPG7の主旨及び州政府の環境政策に沿い、
東部アマゾン熱帯雨林の保全と持続的発展に資することが期待できるとして、我が国との技
術協力により「アマゾン群馬の森」の遅営管理能力を強化し、調査研究、技術開発、及び環
境教育活動を実施したいとしている。

２．相手国実施機関
（1）パラ州科学技術環境局（SECTAM）
（2）北伯群馬県人会（登記されたブラジル法人）

３．プロジェクトの概要
（1）上位目標
　ブラジル国東部アマゾン熱帯雨林地域の自然環境が保全され、人間活動との調和が図れる。

（2）プロジェクト目標
　「アマゾン群馬の森」が東部アマゾン熱帯雨林地域の「森林保全・環境教育センター」と
なる。

（3）成果・活動
1） 研究活動に適した「森」（ハード、ソフト）が整備され、これを利用した調査研究活
動が実施される。

2） アマゾン熱帯雨林の保全に必要な人材育成の研修及び地域住民に対する環境教育（エ
コツーリズムを含む）が実施される。

3） 天然林施業及びアグロフォレストリー技術が開発され、地域住民に普及される。

９－ 10　事業事前評価表（試案）
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（4）投入予定
〈日本側〉
長期専門家（チーフアドバイザー／アグロフォレストリー、森林保全、環境教育）３名
短期専門家（環境教育、森林保全等）６名（２人／年×３年）
研修員受入れ（環境教育、森林保全）６名
森のインベントリー調査（「森」の面積の 25％相当を実施。約 20 万ドル。在外開発調査
で対応。）
機材供与・基盤整備（観測塔、ウォークウェイ（樹冠回廊）等の建設）
ローカルコスト（専門家活動費等）

〈ブラジル側〉
土地、天然林、圃場、事務所及び宿泊施設
本プロジェクト運営のための人員（SECTAM C/P、「アマゾン群馬の森」のコーディネー
ター、その他）
ローカルコスト（C/P給与、施設運営費等）

（5）実施体制
　本プロジェクトは、SECTAM及び北伯群馬県人会をC/P機関とし、「アマゾン群馬の森」
をプロジェクト・サイトとする。また、日本側にあっては、群馬県庁を「連携事業」のC/P
とする。

４．事前評価結果
　以下の視点からプロジェクトを評価した結果、協力を行うことは必要かつ妥当と判断される。
（1）目標達成見込み
　「アマゾン群馬の森」は、保有する自然林500ha の希少価値が高く、各種施設が整って
おり、また州都ベレーン市からのアクセスがすこぶる良いことから、既に州政府協力機
関やNGOs 等から強い関心が寄せられている。日本からの協力（森のインベントリー調
査、森林保全、環境教育、アグロフォレストリー）によりソフト面を整備・充実するこ
とで、目標を達成できる見込みは高いと期待できる。

（2）妥当性
　アマゾン熱帯雨林は、特に1970年代以降急速に破壊が進行しており、その保全活動は
地球的規模の課題となっている。我が国が、本件プロジェクトを通じて、こうした課題
に取り組む妥当性は高い。また、本件プロジェクトは、環境分野協力で、しかも自治体
（群馬県）との連携及び国民参加型協力でもあり、我が国の協力戦略とも合致することか
ら政策的妥当性も十分認められる。

「アマゾン群馬の森」�

プロジェクト・サイト�
北伯群馬県人会�

管　理�

参　加�

合　意�

合　意� 連　携�

専門家派遣、研修員受入れ等�
C/P配置�

参加・協力機関�

（公的機関、民間、NGO等）�

SECTAM JICA 群馬県庁�
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（3）有効性
　本プロジェクトで直接便益を受けるのは、NGO団体で「アマゾン群馬の森」を運営す
る北伯群馬県人会であるが、「アマゾン群馬の森」が「東部アマゾン森林保全・環境教育
センター」としての機能を発揮することで、多くの研究者、環境教育受講者（市民）及
びアグロフォレストリー受講者（農家）が稗益する。

（4）効率性
　「アマゾン群馬の森」は、一部のインフラ整備（森の観測塔や樹冠回廊の建設等）を除
き、既に十分なハードが整っており、ソフト面での整備のみで大きな効果が期待できる。
また、原則的に天然林は外部研究者に開放し、環境教育及びアグロフォレストリーは政
府機関、援助機関及びNGO等との連携により多様なプレーヤーによる参加型活動をめざ
していることから、少ない人数と予算で高い効率性をあげることが期待できる。

（5）インパクト
　「アマゾン群馬の森」が、「東部アマゾン森林保全・環境教育センター」となり、①ア
クセスの良い天然林を利用した調査・研究成果や専門家が増加し、②ベレーン市近郊の
住民を中心とした環境教育を通じて森林保全意識が向上し、また③アグロフォレストリー
技術の開発と普及を通じて地域農民の森林保全と持続的農業意識が向上することで、
PPG7の成果を一層高めることが期待できる。また、こうした成果により、中長期的には、
荒廃が最も進行している東部アマゾン地域の森林破壊増加率が止まり、自然環境が保全
されて人間活動との調和が図れる等の大きなインパクトが期待できる。

（6）自立発展性
　本プロジェクトの実施を通じて、①政府機関、研究・教育機関及び他のNGOとの連携
ノウハウが確立され、また事業費が分担される、②エコツーリズムやアグロフォレスト
リー圃場からの自己収入が拡大され、また③自然林及び施設を利用した調査・研究業務
からは施設利用の実費を徴収することで北伯群馬県人会による「アマゾン群馬の森」の
経営基盤が確立する。また、インターネット等を通じた成果の公表により内外での知名
度を高めることで、事業実施のパートナー確保を容易にする。したがって、プロジェク
ト終了後においても、プロジェクトの成果の自立発展性が期待できる。

５．外部条件・外部要因リスク
（1）ブラジル政府のアマゾン熱帯雨林保全政策が強化されず、またPPG7の成果が十分あがら
ない場合には、上位目標の達成が困難となる。

（2）パラ州政府の協力（例えば森の保護・治安維持）が継続せず、また大学、NGO及び援助
団体等の「アマゾン群馬の森」の活動への参加が得られないとプロジェクト目標の達成が
困難となる。

６．今後の評価計画
（1）四半期ごとのプロジェクト・チームの報告等によるモニタリング
（2）１年ごとに合同調整委員会（ステアリングコミッティ）によるモニタリング
（3）プロジェクト終了時評価
（4）終了後５年後及び 10 年後等の事後評価
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１．調査日程

日 順 月　日 曜 日 時　刻

１ １月20日 日

12:59
２ １月21日 月 14:00

15:00

10:00
11:00

３ １月22日 火 14:00
15:30
21:35
22:59

08:45
09:00
10:00
12:00

４ １月23日 水
14:00
16:00
19:30

08:00
08:30

５ １月24日 木 11:00
14:00
16:00
19:30

08:15
08:30

６ １月25日 金 11:00

14:00

17:00

08:00

７ １月26日 土 09:00
13:00
15:30
16:30

行　　　程

東京発　RG 8839

ブラジリア着
JICAブラジル事務所打合せ
日本大使館表敬

ブラジル協力事業団（ABC）表敬
環境省訪問
環境再生可能天然資源院（IBAMA）訪問
世銀ブラジリア事務所訪問
ブラジリア発JJ3832
ベレーン着（Hotel Equatorial Palace）

ホテル発（車両：バン）
日本総領事館表敬
JICAべレーン支所打合せ
パラ州科学技術環境局（SECTAM）表敬（Emanuel
Matos局長）、協議（Luis Ercilio環境部長、Fabiana dos
Santos Barataパラ州教育局代表他）
北伯群馬県人会表敬、協議（県人会役員）
夕食懇談会（調査団／ JICA／群馬県人会打合せ会）
（Restaurante MIAKO）

ホテル発（車両：バン）
SECTAMと協議
EMBRAPA訪問、協議（Adilson 所長）
IMAZON訪問 （Paulo Barreto会長）
北伯群馬県人会と協議
総領事主催夕食懇談会（総領事公邸）

ホテル発（車両：バン）
エミリオ･ゲルジ博物館訪問、協議 （Peter Mann de
Toledo館長、 António Carlos Magalhães科学技術部長）
IBAMAべレーン支局訪問、協議（Lucimar Oliveira副
支局長）
アマゾン貧困と環境プログラム（POEMA）訪問、協
議（Ailton Pires de Lima副会長）
北伯群馬県人会と協議

ホテル発（車両：バス）
日本・ブラジル関係機関による合同調査
「アマゾン群馬の森」視察
昼食（Restaurante do Hotel Paraiso - Ilha do Mosqueiro）
レストラン発
ホテル着

備　考

機　中　泊

県人会同行

県人会同行

県人会同行

県人会同行

～
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日 順 月　日 曜 日 時　刻

07:30
08:00
09:00
11:00
12:00
13:30
15:00

８ １月27日 日 15:45

18:00
　
23:00
24:00
　
02:00

08:30

９ １月28日 月 09:00
14:00
16:00

08:45
09:00

10 １月29日 火 11:00
15:00

09:00

11 １月30日 水 10:30
11:30
19:12

12 １月31日 木 00:50

13 ２月１日 金 13:35

行　　　程

ホテル発（車両：バン）
べレーン発（テコテコ）
農家視察（小長野農場）
農家視察（高松農場）
昼食（カリン食堂）
農家視察（坂口農場）
トメアス発
ベレーン着

北伯群馬県人会と協議

最終調整、メモランダム作成

ホテル発（車両：バン）
最終調整（JICAベレーン支所）
北伯群馬県人会と最終協議
SECTAMと最終協議

ホテル発（車両：バン）
べレーン総領事館報告
メモランダム署名
ブラジリアへ移動　RG 2267

JICAブラジル事務所報告
日本大使館報告
ABC報告／今後の手続きにつき打合せ
ブラジリア発　RG 2267

サンパウロ発　RG 8836

成田着

備　考

県人会同行

県人会同行

県人会同行

県人会同行

機　中　泊

7:30～ 16:00
本郷団長、宮崎団員はメ
モランダム案及び議事録
案の作成

9:00～ 11:00
西澤団員、高橋団員
はエミリオ・ゲルジ博
物館にてインベント
リー調査方法の検討

～
～
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２．主要面談者リスト

ブラジル協力事業団（ABC）

　Marcos Alberto Loureiro　 CTRB Franca-Italia-Japao（日本担当官）

　Mariana Tavares Rezende　 Assessora de Cooperacao Internacional

環境省（MMA）

　Carlos Enrique Aragon Castillo Coordinator of PPG7（PPG7 調整官）

　Cláudia Marinho　 SPRN

環境再生可能天然資源院（IBAMA）

　Luis Fernando S. Noqueira de Sa　 Coordenador de Conservacao de Ecossistemas

世界銀行ブラジリア事務所

　Josef Lloyd Leitmann　 Senior Program Officer

　Ricardo Tarifa　 Programa Piloto para a Protecao des Florestas Tropicais

do Brasil

　Marcello R. Coelho Programa Piloto para a Protecao des Florestas Tropicais

do Brasil

パラ州科学技術環境局（SECTAM）

　Emanuel Aresti Sontara Goncalves Matos Secretario Executivo de Estado de Ciencia,Tecnologia e

Meio Ambiente（局長）

　Claudio Ribeiro Diretor de Ciencia e Tecnologia

　Luis Ercilio Faria Junior Diretor de Meio Ambiente（環境課長）

　Paulo Sergio Altieri dos Santos Coordenador de Protecao Ambiental

（環境保護担当調整官）

　Fabio Gorayeb Damasceno 廃地回復課長

　Lahide Dillon Figueiredo Filho 野生動物課長

　Walmir Corumba 森林課長

　Paulo Sergio Altieri 環境部

　Rosana Pereira Fernandes 生産局エコツーリズムプログラム担当官

　Fabiana dos Santos Barreto 教育局環境室長
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　Oneide Castro

　Francy Correa

　Ivelise Fiock

　Luis Ercilio Faria Junior

　Paulo Altieri dos Santos

北伯群馬県人会

　岡島　博　 会　長

　清水　茂治 副会長

　佐藤　正夫 会計理事

　津久井　康弘 理　事

ブラジル農牧研究公社東部アマゾン農業研究センター（EMBRAPA）

　Emanuel Adilson de Souza Serrao　 所　長

　Miguel Simao　 林業研究員

　Milton Kanashiro 林業研究員

　Jorge Yared 研究部長

　Romy Sato 広報室員

　Dilson Augusto Capucho Frazao JICA プロジェクトコーディネーター

　Celia Sanae Tanabe JICA プロジェクト調整員

　Emeleocipio Bptelho de Andrade 研究員

　Celio Palheta 研究員

　Noemi Vianna Leao 林業研究員

　Socorro Ferreiro 研究員

　Antonio Carlos Rocha 技術部長

　Paulo Chaves 研究員

　Damasio Coutinho Filho 広報室長

IMAZON

　Paulo Barreto 会　長

エミリオ・ゲルジ博物館

　Peter Mann de Toledo　 Director（館長）
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　Antonio Carlos Lobo Soares　 Coordenador de Comunicacao e Extensao（広報官）

　António Carlos Magalhães 科学技術部長

　Claudia Urbinati

　Carlos da Silva Rosario

IBAMAベレーン支局

　Lucimar Oliveira 副支局長

　Nilma Sarmento Macedo 技術課長

　Otavio Peres Souza 環境教育課長

アマゾン貧困と環境プログラム（POEMA）

　Ailton Pires de Lima 副会長

　Jose Sinval Vilhena Paiva　 Director Executivo

　Michael Arnegger

　Vicky Schreiber

在ブラジル日本国大使館

　山本　啓司　 公　使

　松本　英昭 書記官

在ベレーン日本国総領事館

　三浦　哲雄　 総領事

JICAブラジル事務所

　松谷　広志 所　長

JICAベレーン支所

　芳賀　克彦 支所長
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３．メモランダム（調査団、環境局、県人会署名）

１．JICA メンバー及び群馬県庁から構成される本 JICA 調査団は 2002 年１月 21 日から同月 28

日の間、在ブラジリア及び在パラ州の環境分野関連機関等と協議を重ね、パラ州サンタバーバ

ラ郡に位置し北伯群馬県人会（NGO）所有の｢アマゾン群馬の森｣を有効利用したアマゾン熱帯

雨林の保全に寄与し得る国際技術協力プロジェクトの実施可能性を調査・検討してきた。

２．本調査団、パラ州科学技術環境局（SECTAM）及び北伯群馬県人会（Associacao）の３者は、

アマゾン熱帯雨林が急速に減退する現状を危惧し、「ブラジル熱帯雨林保全パイロットプログ

ラム（PPG7）」の理念に沿って「アマゾン群馬の森」を利用した国際協力プロジェクトを、環

境保全に関連するブラジル連邦政府機関、パラ州政府機関、NGOs 等の幅広い参加と協力を得

て実施することは、東部アマゾン地帯の森林保全に大きく貢献するとの意見の一致をみた。

３．これら３者は、１月26日、ブラジル農牧研究公社東部アマゾン研究所（EMBRAPA-Amazonia

Oriental）、エミリオ・ゲルジ博物館、アマゾン地帯で広く活動している NGO のアマゾン貧困

と環境プログラム（POEMA）及び IMAZON等の代表者とともに｢アマゾン群馬の森｣を視察し

た。また、参加者全員で国際協力プロジェクトの内容につき意見交換し、以下の点が確認された。

（1）北伯群馬県人会が所有する「アマゾン群馬の森」は、ベレーン市から舗装道路でわずか

50km 地点にあり、アクセスが非常に良いこと。また、国際協力プロジェクトを実施する

のに必要な管理棟や宿泊施設等のインフラ設備が十分整っていること。

（2）約 500ha の森は保存状態がすこぶる良く、ベレーン市近郊でこれだけまとまった森林は

例をみないことから、熱帯雨林保全に係る研究及び環境教育上極めて貴重な資産であるこ

と。また、地域住民向けの展示及び普及を目的に、一部用地を利用した天然林施業、アグ

ロフォレストリー及びコショウ栽培等の技術開発を行うことは、非常に有益であること。

（3）「アマゾン群馬の森」を利用した国際協力プロジェクトは、東部アマゾン地帯の森林保

全に大きく貢献するものと期待されることから、出席者全員がプロジェクトへの参加に強

い関心を有していること。また、こうしたプロジェクトはアマゾン熱帯雨林の保全に関心

を有する団体の幅広い参加を得て実施すべきであり、地域住民の生活向上及び貧困削減に

も寄与することが求められること。
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４．「アマゾン群馬の森」の運営管理について北伯群馬県人会長　岡島 博 氏は、同「森」の自立

発展性を確保するため、独自の資金によりプロジェクト担当者を配置する旨表明した。

　　また、同氏は NGO である県人会が財政的に非常に厳しいことから、日本・ブラジル政府及

び非政府関係機関に対し、より一層の財政的支援と、プロジェクト実施期間中にあっては「ア

マゾン群馬の森」の収益活動への助言及び支援を要請した。

５．「アマゾン群馬の森」において、円滑なプロジェクトの遂行が危機にさらされる事態に陥っ

た場合は、SECTAMは他の関係州政府機関とともに可及的速やかにその危機を排除することに

合意した。

６．これら調査・協議の結果を踏まえ、JICA調査団と SECTAMと北伯群馬県人会は、｢アマゾン

群馬の森｣を利用した国際技術協力プロジェクトの構想案（別紙）を共同にて作成し、これを

本メモランダムの一部として記録に残すことに合意した。

　

　これら３者は、今後、同構想案を基に、日本・ブラジル関係機関の協力を得つつ、プロジェク

トの早期具体化に向け一丸となって努力する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年１月28日　ブラジル国ベレーン市にて

JICA調査団長 パラ州科学技術環境局長 北伯群馬県人会長

本郷　豊 Emanuel Aresti Santana Goncalves Matos 岡島　博

（署名） （署名） （署名）
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（別紙）

国際技術協力プロジェクト構想（案）

１．プロジェクト名：「アマゾン森林保全及び環境教育プロジェクト」（仮称）

２．目的：「アマゾン群馬の森」を活用して、東部アマゾン熱帯雨林地帯の保全と持続的発展に

資する研究及び技術開発、並びに環境教育を推進（promover）する。

３．活動内容

　PPG7 の理念及びパラ州政府の方針等との整合性に十分配慮しつつ、以下の活動を行う。

　また、これら活動は、環境保全活動に関連する公的機関、NGOs 及び地域住民等の幅広い参

加を得て実施することが必要不可欠である。

（1）研究活動に適した「森」の整備（ハード、ソフト）：森林及び施設を国内外の研究機関、

大学、NGOs、民間企業等に開放して、東部アマゾン熱帯雨林の保全と持続的発展に資す

る研究活動が可能となるよう、研究環境の改善、機材の整備等を支援する。

（2）環境教育：日本・ブラジルの政府機関、地方政府機関及び NGOs 等とともに、アマゾン

熱帯雨林の保全に必要な人材育成（例えばインベントリー調査員の養成及び環境教育指導

者の育成）、並びにコンテンツ作成支援を通じた環境教育活動（児童教育等）を推進する。

また、環境教育の一環として、「アマゾン群馬の森」の一部利用に限定しつつエコツーリズ

ムの導入を図り、それに必要な施設の設置、並びに展示物の整備を行う。

（3）天然林施業及びアグロフォレストリー技術開発：現在既に利用されている農地を中心

に、地域住民向けの展示及び普及を目的に、天然林施業、アグロフォレストリー及びその

他作物の技術開発を行う。

４．実施スキーム：（別図参照）

（1）実施機関：日本側（JICA及び群馬県庁）、ブラジル側（パラ州科学技術環境局（SECTAM）

及び北伯群馬県人会）。

（2）運営委員会（ステアリングコミッティ）：事業の円滑な推進を図るため、SECTAM局長を
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議長に、JICA及び北伯群馬県人会の３者間による運営委員会を設置し、プロジェクト運営上

の詳細について取り極める。なお、同委員会には、以下（3）に述べる協力機関のオブザー

バー参加を得て助言を求める。

（3）協力機関：プロジェクト実施にあたっては、アマゾン熱帯雨林保全事業に関連する公的機

関（EMBRAPA、エミリオ・ゲルジ博物館、環境再生可能天然資源院（IBAMA）、パラ州農

業大学、パラ州政府機関等）並びにNGOs（POEMA、IMAZON）等の積極的な参加を求める。

（4）プロジェクトの実施期間：３年間程度

５．実施機関及び参加機関に期待される投入

（1）JICA：インベントリー調査、専門家（森林保全、環境教育、アグロフォレストリー）の派

遣、研修員の受入れ（年間１～２名程度）、機材供与及び専門家活動経費。

（2）SECTAM：JICA専門家のC/P配置、C/P活動経費及びその他必要な活動経費については、

北伯群馬県人会と協議・調整のうえ、決定する。

（3）北伯群馬県人会：プロジェクト期間中の「アマゾン群馬の森」及び施設の提供、活動調

整、維持管理（人材、経費）

（4）参加機関：上記３．（1）、（2）及び（3）に参加する機関は、その活動費を負担する。

６．今後のスケジュ－ル

　2002 年２月：JICA調査団より JICA本部への本結果報告、協議

　2002 年３月：SECTAMよりブラジル協力事業団（ABC）へ技術協力要請書の提出

　2002 年４月以降：インベントリー調査

　2003 年４月以降：①　プロジェクトの開始（実施期間３年間程度）。専門家の派遣。

　　　　　　　　 ②　ステアリングコミッティの設置
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北伯群馬県人会�
（NGO）�

要請・調整機関�
SECTAM�

（パラ州科学技術環境局）�
�

ABC（ブラジル協力事業団）�

JICA
群馬県�

（協力リソー
スの提供）�

日本国外務省�
要請②　�

要請①　�

調整⑤�圃場・施設提供④�

協力事業実施４機関（破線内）�

協力内容合意③�

注*

調　整�

注**

協力⑥� 〈協力機関〉�
エミリオ・ゲルジ博物館�
EMBRAPA�
IBAMA�
パラ州政府機関�
NGOs等�

〈実施スキーム〉�

注：**国際技術協力事業に係る合意は、JICA及びSECTAM間で形成する。ただし、同合意文書

中には、北伯群馬県人会の重要な役割を最大限に明記し、本件協力事業がこれら３機関の

パートナーシップ精神に基づき実施されることを明記する。

　　**北伯群馬県人会は、JICA及びSECTAM間の合意事項に基づき、国際技術協力実施期間中

にあってはSECTAMと調整して同会所有の圃場及び施設を提供する。その条件詳細につ

いては、必要に応じて日本・ブラジル関係者間との協議を経て SECTAMと県人会の間で

文書にて取り極める。
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